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おわりに

Shaw型判決を振り返って

90年代は､投票権法､特に2条と5条の解釈に関する訴訟も提起された217．

以降では、これらの判決と区別するために、いびつな形の選挙区割りについ

ての判決をShaw型判決と呼び、Shaw型判決の背後にある問題を、2つの観

217E.g.,Holderv.Hall,512U.S.874(1994);Johnsonv.DeGrandy,512U､S.997(1994);
Renov.BossierParishSchoolBoard,520U.S.471(1997).
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点から検討する。

Shaw型判決で問題なのは、いびつな形そのものではなく、人種が最重要

の基準になっているかどうかである。最重要の場合は厳格審査が適用きれ

る。ただし両者は無関係なものではなく、選挙区の外見によって、人種が最

重要の基準となっていたかどうかを間接的に証明しうるものとされる。もっ

とも、いびつな形の選挙区割りを訴える原告適格は、Shawl判決において

既に認められていた｡ShawI判決では人種を最重要の基準にして作成され

た選挙区は人種的ステレオタイプを強化することが問題とされた。従って第

一に、人種的ステレオタイプが原告適格の根拠となるかどうかが重要な問題

となる。

一方、厳格審査が行われるからには、それに適うような非常に重要な利益

は何か、が問題となる。マイノリテイ多数選挙区は投票権法が与える救済で

ある。最高裁は、この救済が平等保護に反すると判示してきた。第二の問題

として、主として連邦司法省が行う、投票権法の解釈と平等保護の関係を検

討する。

原告適格があるのは誰か

Hays判決により、人種的ゲリマンダリングであると訴えられた選挙区に

居住しない有権者は、原告適格を有しない、という制限がかけられた2'8．し

かしHays判決は、マイノリテイのために作成された選挙区に居住するマイ

ノリテイにも原告適格があるのかどうかは明言していない2'9。

218DavidFlickmgeLS""di"8加RfzcjqjGe『〃碗α"dど""gC"@res,49Stan.L.Rev.381,394

(1997)､SeeSinkfieldv.Kelly,531U.S.28(2000)(マイノリテイ多数選挙区に隣接する選

挙区に居住する白人有権者の原告適格を否定し、Hays判決の趣旨を再確認);Polish

AmericanCongressv.CityofChicago,211RSupp.2dl098(N.D.Ill.2002)(問題となる

選挙区内に住む以上、個々 の有権者と人種団体のメンバーに原告適格を認める)．

219なお、IssacharoHは、害悪をどのように定義しようとも「パイを分ける場合は、その
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人種によって原告適格を区別する考え方は、マイノリテイ多数選挙区の機

能や作成動機という現実的な側面からアプローチする｡Butlerは、Shaw型

判決を人種分離が問題になった事件と理解する。そして、当該選挙区が、共

に暮らし働くコミュニティよりも、何百マイルも離れた黒人同士の利益を代

表するために作られたというメッセージは、当選者に選挙区代表ではなく人

種代表という性格を持たせるために、白人にとって問題となると主張す

る220。これに対して、Karlanは、黒人多数選挙区に入れられた非マイノリテ

イは、AleinikoHとIssacharoffの言う「数合わせ要員(fillerpeople)」であると

いう主張を紹介し、そのような選挙区に入れられた非マイノリテイこそが、

数合わせのためであれば誰でも良かったという意味で、人種的ステレオタイ

プからは無縁の存在であると主張する221．

他方で、当該選挙区の全ての有権者が平等に害悪を受けるという立場もあ

る。それによれば、近隣の住民同士には共通の利益があるから、「コンパク

トではない選挙区に入れられた有権者」は害悪を被る型2。これはコミュニテ

分けられた形などが、お互いの形に影響を及ぼすという」例えを用いて、居住する選

挙区にかかわらず、全ての有権者に損害が及ぶという立場をとる。Samuellssacharoff

77zeCo""""o"αJCb"Zo"応qfRzzceα"d〃""cs,1995Sup.Ct・Rev､45,61-62[hereinafter

IssacharoffCo"s"""o"αﾉCo"ro況刈.Seea/soPildes,Niemi,s"pmnote68,at514;Shaw

v.Barr,808ESupp.at470;Shawv.Hunt,517U、S.at923-24(Stevens,J.,dissenting);

Bushv.Vera,517U.S.atlO53(Souter,J.,dissenting).

220Butler,Rんαo〃cα"dReα"肌sMpanote71,at340-41,35157.

221Karlan,S"〃""Z)is"p"notel37,at292.数合わせ要員については、Aleinikofflssa-

charoff,s"pmnote81,at630-33を参照。それによれば数合わせ要員は、有意味な票を

投じる機会を奪われているという意味で害悪を被っていると考えられている。従って

Karlanは数合わせ要員の概念を用いながら、Aleinikoffらとは別の方向に議論を進め

ていることに注意しなければならない。Issacharoff,Co"s"畝"o"α/Co"rol"w,s"przznote

219,at62n.67．ところで、このButlerとKarlanの対立は、問題となる選挙区の評価

にも及んでいる。Butlerはマイノリティ多数選挙区を「人種分離された選挙区(segre-

gateddistrict)」と呼ぶのに対して、Karlanは「もっとも人種的に多様な選挙区(themost

raciallydiversedistrict)」とする。Butler,R/zeroric""dR""",s"pmnote71,at328;Kar-

lan,S"〃HaZy,s"pranotel37,at293,293n.37.

222Blake,Jrb,s"pmnote70,at958.
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イが分断されることから生じる害悪に注目するものであるから、人種は問題

にはならない223。しかしながら、全ての人種が等しく害悪を受けることにな

るので、結局平等保護上の問題を生じないという主張も見られる224。結局両

者の違いは、全員が害悪を受けているから全員に原告適格あり、とするか全

員原告適格なし、とするかの違いとなろう。被害（と考えられるもの）の程

度は全員同じであるなら、全員原告適格なし、という結論に落ち着かなかっ

たのは、そこに人種という要素が絡んでいたからである。疑わしい分類にか

かる場合は、実害の有無に関係なく、人種の分類に服しているという事実そ

れ自体が問題になっているのである。

原告適格と人種的ゲリマンダリングの合憲性

ところで、誰に原告適格を認めるかについての見解が分かれている一方

で、そもそも原告適格の問題と、人種的ゲリマンダリングの合憲性の問題と

の関係を問題にする考え方がある。IssacharoffとGoldsteinの論文は、判事の

分裂を、害悪の理解の仕方に起因するものであるとし、キャスティング・ヴ

オートを握るO'Connor判事がどのように害悪を把握しているかを検討す

る。そしてそのような害悪の正確な理解が本案についての重要な要素とな

る、と主張する225。

また、Dowは、本案の審理のために審査基準論を持ち出すことに多少の

意義を認めつつも、本来、憲法の平等保護は、政治的マイノリテイを保護す

るためのものであるから、政治的マジョリテイが自ら下した決定に対して、

223しかし、Blake,Jr.は、マイノリテイ有権者の集中により、周辺の選挙区で、マイノ

リテイの投票力が希釈される事にも言及している。Blake,Jr.,s"pranote70,at959.

224ElaineM.Hammond,Tbwα”αA'0”CO/orb""dSocjeIy？：Cひ"gressio"αIRedis"jα加g"

terShawv.Huntα"dBushv.Vera,75N.C､L.Rev､2151,2180(1997).

2251ssacharoff,Goldstein,s"panote215,at49-50.
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憲法上の訴えをなし得るのかが問題とされなければならない、とする226。そ

して、マジョリテイが、より弱いグループと権力を分け合おうという場合に

は、憲法上の保護が及ばず、原告適格があるとは見なされないという227･こ

れら2つの論文は、原告適格があるから本案の審理が可能となるとするの

か、あるいは、本案ではそもそも憲法上の保護が与えられないから、従って

原告適格もない、という構成をとるかという点において異なっている。しか

しながら、原告適格と本案の憲法問題との関連を認める点において共通して

いる。

これに対してElyは、そもそも原告適格の問題と本案の問題は別々であ

り、それぞれを別個に論じることが可能であるという立場をとり、数合わせ

要員である白人は、原告適格を有するという228.そしてUJO判決を例に取

り、マジョリテイの中のマイノリテイに対しては、Dowと同様の議論が適

用されず、区割りの事例においては、Dowの議論を一般化することはでき

ないと指摘するのである2290たしかにElyの言うように、白人有権者に原告

適格を認めることは可能であるかもしれないが、自身は、Dowと同様な司

226DavidR.Dow,Z7zeE9"αノPmrec"o〃αα"sea"drlleLegisj""veRedis"ic""gC"es-Some

ⅣoresCo"ce77zi"8"leSrα"d加gqfWPz"eP/α"",81Minn.L.Rev.1123,1132(1997).

227".atll40-43,1145-47.

228JohnHEly,Commentary,Sm"dj"groC九α"e"gePJ1o-Mi"or"yGer〃mα"dem,lllHarv.

L.Rev.576,594-95(1997).Elyは、自身が支持する数合わせ要員に寄せられる批判を、

①自分の人種以外の人が当選しても不利益はない、②白人の利益は他の選挙区から当

選した白人議員によって代表されている、という2点にまとめる。そして①について

は、この考えに立てばそもそも人種的ゲリマンダリングを行う意味がないこと、また

②については、将来的に人種が投票を決定する全てになるということはなくなるし、

さらに、当選者は自分の人種に主たる関心を置きがちになることから、仮に、人種問

題については他の選挙区からの白人当選者に意見を代表してもらえるとしても、それ

以外の問題については自分の選挙区からの当選者に意見を代表してもらえるという前

提が成り立たないと反論する(at587-90)。

229".at577n.8.
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法審査論を展開していたことからすれば230、わざわざ原告適格の問題を、本

案と分けて議論することに果たしてどれだけの価値があるのか、という疑問

は禁じ得ないのである23IO

投票権法の遵守と厳格審査

投票権法を遵守することが、厳格審査が要求する非常に重要な利益となる

のかどうか。最高裁法廷意見は、この点については否定的な立場をとってい

ると言って良い。それどころか最高裁からは、投票権法の解釈に対する疑問

も提示されている232．ここでは、Shaw型判決が提起した投票権法の解釈に

関する議論を検討する。

まず投票権法5条について｡Butlerによれば､Beerv.UnitedStates判決は、

5条が定める非退行原理を次のように定めた。すなわち、この原理は、マイ

ノリテイの地位の退行を引き起こさないような変更であれば、例え差別的効

果が十分に除去されていなくても許容されるという、現状との比較で判断す

るものである。一方、5条には救済手段についての定めがないことも問題で

あるとされる。すなわち、ある手続の変更が事前承認を受けることができな

かった場合は、従前の差別的手続が継続され、問題が手つかずのまま放置さ

230SeeJohnH.Ely,771eCo""加加"α"〃qfReveKseDisc"加加α"o",41U.Chi.L.Rev.723

(1974).SeeqIsoEly,sz4p/nnote228,at589.

231SeeSamuellssacharoff&PamelaS.Karlan,Commentary,SIq"di"gq"dMis“"｡e応rα"di"8

加1/b""8Rig/ars"w,111Harv.L.Rev.2276(1998).Elyの論文(sMprqnote228)への応答

として書かれたこの論文は、Elyの依拠する立場こそが、一連の判決で最高裁が退け

てきた考えであり、憲法上問題となる損害を特定しない限り、原告適格を論じること

はできないと主張する(at2278-79)。

232その典型的な例は投票権法の解釈を巡るHolder判決でThomas判事が示した反対意

見である。判事は、投票権法は本来､投票所へのアクセスを保障したものであるから、

2条は差別的結果をも禁止すると判示してきた従来の判決の理解は誤りである、と主

張した。Holderv.Hall,512U.S.874,894-97(1994)(Thomas,J.,dissenting).
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れる恐れがあると言う2お。その結果、司法長官は、事前承認の決定23‘を、マ

イノリテイの投票力を最大化するような、現状維持よりも一歩進んだ改善的

手続を勧告する手段として利用するようになった、と指摘する235。またThem-

stromも、投票権法が司法省に与えた権限は、選挙実務について本来的に権

限を有する州の権限に対する介入となったことを指摘する236。そうして、Al-

len判決において、投票力の希釈を導くような変更も5条の範囲内とされた

ことにより、投票権法が選挙領域におけるアファーマテイヴ．アクションの

道具として再編されるようになった、と指摘するのである237。

このような司法省や司法長官の態度は、Shaw型判決において、マイノリ

テイ多数選挙区数の最大化の要求として現れることになったのである。投票

権法は連邦法が明示的に禁止していないあらゆる手段をもってマイノリテイ

多数選挙区を作成するよう要求しているので、マイノリティ選挙区を作成す

ることが可能であったにもかかわらず作成しなければ、それは、意図的な差

別に該当する、という論理である238。ところがMiller判決において最高裁は、

最大化していなくても、事前承認を受けることが可能である、と判示した。

また、ShawⅡ判決においても、マイノリテイ多数選挙区の数を最大化して

233

234

235

236

237

238

Katharine1．ButlerjReqppor"o""ze"r,77zECo"〃，α"d加el/b""gRjgh"Acr:AResegノゼgα‐

"o"qfrﾉZe"""cαﾉPmcess？,56U,Colo.L・Rev､1,24-25（1984)[hereinafterButl“Re‐

segノゼgα"o"].SeeBeerv.UnitedStates,425U.S､130(1976).

なお、事前承認の決定自体は司法審査の対象とならないことは、Momsv.Gressette,

432U.S.491(1977)によって確認されている。

ButlerjResegノゼgα"o",s"pmnote233,at2129.そうすると、Miller判決において、3

つの黒人多数選挙区を含む区割り案について、司法長官が5条の事前承認を与えたこ

とを、地裁や最高裁が批判することの問題がある。つまり、事前承認を与える権限を、

司法長官とワシントン特別地区連邦地方裁判所のみに与え、以降の改正においても変

更されなかった、という事実を裁判所は軽視し、司法長官の事前承認の制度を無意味

にするものと理解されるのである。SeeMcDonald,s"pr"notel48,atl55.

AbigailM,Themstrom,WhoseVbtesCount？11（1987)．

〃・at27．

Butler,R/Zeroricα"dReα"Iy,s"pmnote71,at350.
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いなくてもよく、また投票権法は最大化を求めていない、として司法省の立

場を否定している23,oこのような判示を受けて、司法省側も最大化計画を見

直しており240、一応の決着が最高裁によって付けられる形となった。

しかしながら、別の論者は、投票権法5条には、差別的目的と結果という

2つの判断項目(prong)があることを指摘する。そしてShawⅡ判決多数意見

は、差別的意図があっても、差別的結果が生じなければ事前承認が与えられ

るとするもので、そのような解釈は5条から導かれないと言う24'・具体例を

用いてみよう。マイノリティ多数選挙区が現行案で1つあるとして、そのよ

うな選挙区は最大3つ作成可能であるとする。最高裁の立場によれば、新し

い区割りにおけるマイノリテイ多数選挙区の1つ以上あれば、現状との比較

において、差別的結果を禁じる投票権法2条に違反せず、同5条の事前承認

を受けることができる。一方、司法省やこの論者の立場からすると、可能で

ある最大化を州が拒否した場合は、差別的目的が推定される。従って、最高

裁が、結果のみで事後的に事前承認が与えられるべきだったと判断したこと

は、5条の解釈において、差別的結果を問題にする2条の解釈を誤って援用

していると批判される。そして、事前承認を拒否する場合に、司法長官は差

239Shawv.Hunt,517U.S.at911.Seea/soMillerv.Johnson,515U.S.at926;Johnsonv.De

Grandy,512U.S.997,1017(1994).そこで、Issacharoffは、「Miller判決の明白な敗者

は、連邦政府であった」と評している。IssacharoffCo"s"r""o"α/Co"ro"rs,s"przznote

219,at51-53．なお、Butlerの別稿も、投票権法は黒人選挙区の数の最大化を求めて

おらず、そのため州が投票権法2条を理由とした訴訟を回避するためにいびつな形の

選挙区を作ることも正当化されないとして、Shaw判決を評価する。Katharine1.Butler,

A＃7r"zα"veRQcifzJGerry"α"deJ･加g:Rz"Rep7ese"""o"/brM加o""esorqDα"geJTo"sRec-

09""jo"qfGm"pR噌航s?,26RutgersL.J.595(1995).SeeGuinn,Sewell,s"pmnotel43,

at907-08.

240Hammond,s"pranote224,at2184-85.SeeqjsoJ・GeraldHerbert,Redis"ic""g加娩e肋sr

2000Era,8Geo.MasonL.Rev.431,443-44(2000)(司法省が2条と5条を一体化する

解釈を修正し始めたことを指摘)．

241Hammond,sL(pqnote224,at2183-84(citingShawv.Hunt,517U.S.at912).
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合衆国における90年代の人種的ゲリマンダリング訴訟の展開（二．完）

別的目的という、より証明の困難なものに依拠するしかなくなる、と批判さ

れるのである。

投票権法2条の解釈についても、同様の問題がある。Butlerは、自分たち

に有利な区割りを要求するグループは、訴訟で2条違反を根拠として用いて

きた事実を指摘し、2条違反の基準が暖昧であったために、その性格が誤解

されてきたという242。また、2条は全域選挙区を対象としたものであること、

2条違反が証明されない限り、マイノリテイには何の権利も生じないこと、

Gingles判決三要件テストにより、救済可能性を前提として2条違反を判断

するにもかかわらず、その枠組みの拡大に成功していることを指摘する2430

これはどういうことなのか。

投票権法2条は、投票力の希釈を、意図と結果の両面から判断するが、そ

の基準は三要件テストとして定式化されたことを既に見た2"。第一テストは

小選挙区において多数を形成するのに十分な数のマイノリテイがいて、地理

的にまとまっていることを要求しており、通常その救済策にはマイノリテイ

多数選挙区の作成という方向が採用される245･言い換えれば、マイノリティ

が多数を占めるような小選挙区を作成できるのに、それをしない場合、投票

242

243

244

245

Butler,R/zeroF･jcα"。R“"〃,s"pranote71,at321.

〃・at351-53．

本稿第1章の検討を参照。

元来、選挙区はコンパクトなものであるべきとされてきており、裁判所も原則とし

てこの立場をとっていることは間違いない｡Eg.,Garzav.CountyofLosAngels,918F

2d763(9thCir・1990);Karcherv.Daggett,462U.S.725,756(1983).Grofman,s"pmnote

83,atl262-63は、選挙区にまとまりがある場合には、立法者と有権者との間のコミ

ュニケーションが促進されるとして、まとまりがあることを積極的に評価する。逆に

極めていびつな選挙区の場合、その様な選挙区は「認知可能性(cognizability)」を欠く

という。すなわち、投票について隣人と会話を交わす有権者は、実は別の選挙区の有

権者かもしれず、その有権者もいったい誰が候補者かわかっていない可能性があり、

公正で効果的な代表を選ぶ可能性を損ねているという意味において、平等保護におけ

る適正手続(dueprocess)違反になるかもしれない、と言うのである。S“αjsoClarkow‐

ski,s"pranote76,at286;Guinn,Sewel1,s"pmnotel43,at911.
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権法2条違反を問われるおそれがある246.そこで、司法長官の指導の下、区

割りを行う州の側に、2条の下でもマイノリテイ多数選挙区を作成しようと

いう動機付けが働くこととなった。ここでも、Miller判決法廷意見などで指

摘された、司法省による5条を利用したマイノリテイ多数選挙区数の最大化

戦略と同じ考えが見られた247。すなわち、例えば、ある地域において、人種

統合が相当に進んだ結果、マイノリテイがその地域に分散して居住している

ような場合に、マイノリテイ多数選挙区をあえて作ろうとすれば、その形は

いびつなものにならざるを得ない。問題はそのようないびつな形であって

も、可能であればマイノリテイ多数選挙区を作成すべきか、換言すれば、い

びつな形の選挙区は2条違反のための救済と言えるか、ということである。

司法省側は、州に作るべきであると要求し、最高裁はそれに否と答えたとい

うことである248.2条に関してこのことを述べたのが1994年のJohnsonv.De

246SeeShapiro,sLIpranotel8.Shapiroは、早い時期から、2条の結果テストと人種的ゲ

リマンダリングとの関連において、このような主張を行っていた。それによれば、人

種的ゲリマンダリングは、全域選挙区制度における投票力の希釈を前提としている結

果テストの考えには、そのまま適用することができない。そして、機会の確保を要求

する2条の結果テストは、あくまで比例代表を認めるものではない。このことを前提

にした上で、投票率や選挙運動の問題等により、65パーセントのマイノリテイとい

うような、絶対過半数を確保しても当選しないことがあり得るから、その様な選挙区

をつくることは比例代表の権利を認めることにはならないとし、その根拠をUJO判

決における2つのマイノリテイ多数選挙区が結果的にはマイノリテイ議員を選出しな

かった事実を挙げる(at200-02,202n.79)。一方、マイノリテイ人口が州内で分散して

いる場合には、その様な選挙区を作成することは不可能であるから、逆に言えば、人

種的偏向投票が認められる地域において、マイノリテイが多数を占めるような選挙区

を作成することができるにもかかわらず作成しなかった場合、結果決定的な区割りと

批判するのではなく、マイノリテイが代表を選出する機会が奪われているものとし

て、2条違反となると主張するのである(at202-04)。

247SeeEbaugh,s"pranote216,at618-19.See"JsoShawv.Hunt,517U.S.at946-47(Ste-

vens,J.,dissenting);Bushv.Vera,517U.S.atlO34(Stevens,J.,dissenting);Martinez,sM-

prdnote69,atl349-50(救済目的の場合は最大化案も許容されるべきと主張).

248SeeGuinn,Sewell,s"pmnotel43,at911.形の問題から離れた上で、投票権法は、安
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合衆国における90年代の人種的ゲリマンダリング訴訟の展開（二．完）

Grandy判決249であり、投票権法は、マイノリティ多数選挙区の数の最大化

を求めていないと判示された。この際に用いられたのが全体状況(totahtyof

circumstances)テストである250･このテストを2条の判断に復活させること

で、最高裁は、マイノリテイ多数選挙区を作成するに当たって、全体の状況

から見て「区割りの差別性が明らかな場合」という限定条件を付すことに成

功した。逆に、マイノリテイ有権者の側からすると、すでにいくつかのマイ

ノリテイ多数選挙区がある場合により多くを要求することは、ほとんど不可

能になったお'。

全区(safedismct)を作るよう要請しているという理解については、Garzav.Countyof

LosAngels,918E2d763,776(9thCinl990)を見よ。

249Johnsonv・DeGrandy,512U.S.997(1994)．

25Oこのテストは、Zimmerv.McKeithen,485E2dl297,1305(5thCiml973)(enbanc)に

おいて定式化されたもので、Zimmerテストとも言われる。マイノリティが、①候補

者選定へのアクセスの欠如、②立法者がマイノリテイの利益に無責任であること、③

複数議席選挙区を利用しようとする州の政策の正当性が根拠薄弱であること、④過去

における一般的な差別が選挙制度における効果的な参加を阻んでいた、ということを

証明することができれば、全域選挙区、なしい複数議席選挙区制度がマイノリテイの

投票力を希釈させ、修正14条違反の推定が働くというものである。このテストは、

Gingles判決の三要件テストが定式化されるまでの間、「柔軟で､事実関係に基づいた、

正確でうまく機能するテスト」として評価されていた。FrankR.Parker,77ze''Res"応”

7bsrqfr/ieSec"o"2QMze比""gR軸応AcI:A加刀“"加g肋e伽彫加S""dt"zi,69Va.L.

Rev.715,725(1983).このテストは、一部には「裁判所に広汎な裁量を与えるもので

あり、どの要素が決定的なのか示さないないまま原告に証明責任を負わせている」と

いう批判もあったが、第5巡回区控訴裁判所においては、その後も多くの事件で依拠

された｡ChandlerDavidson,MinorityVoteDilutionj"MinorityVbteDilution,s"pEznote

l8,at1,17.See"JsoNevettv.Sides,571F2d209,214n.8(5thCin1978);Pamellv.

RapidesParishSchoolBoard,563R2d180,184(5thCir.1977);Davidv・Garrison,553E

2d923,926(5thCim1977);Paigyv.Gray,538E2dllO8,1111(5thCiml976).

251MatthewWDietz,Comment,助況a/EJecror"/Oppo"""伽7ｿzeS"p""zeCり"〃R“vaj"‐

"""zeUSeqfRace加Redis"ic""8加Johnsonv.DeGrandy,3J.L.&Pol'y497,521

(1995).
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投票権法と修正14条との関係

上で行った検討でもわかるように、司法長官や人権団体や活動家らは、2

条と5条を同一の基準で理解し、投票権の付与という目的からさらに進ん

で、一定の結果を要求する姿勢をとるようになった｡Bolickは、このような

投票権法の性格の変化の根拠をAllen判決に求める。この判決では、全域選

挙区制度への移行という、投票力を希釈するような制度変更も5条の事前承

認の対象となると判示された。この判決により、投票権とは単なる投票行為

以上のものとして理解されるようになったのであり、また、個人的権利とし

ての投票権という理解から離れて、いわば、グループが結果に対して権利を

保護される、というような理解へとつながっていったと指摘するのであ

る2520

しかしながら、このような2条と5条を一体として理解し、可能な限りマ

イノリテイ多数選挙区を作成しようという司法省側の立場を最高裁は拒否し

た2530マイノリティ多数選挙区を、違憲の人種的ケリマンダリングであると

主張する白人有権者の立場からすると、司法省側の立場は、修正14条との

緊張関係を引き起こしていると理解きれた2540実際、Shaw型判決において

252ClintBolick,TheAffirmativeActionFraud86(1996).SeeAbigailM・Themstrom,7Vie

OfMEwoﾉ""o"qf"zeI'I7""9R噌向rsAcr,55Pub.Interest49,5158(1979)(投票権法学にお

けるAllen判決の重要性を指摘).See"ISoAllenv.StateBoardofEducation,393U.S.544

(1969).

2532条と5条を一体化する見解は、投票権法の解釈論にかかるRenov.BossierParish

SchoolBoard,520U.S.471(1997)においても拒否された。この判決における判事の投

票は、実はShawv.Reno判決と同じで、Rehnquist，O'Connor、Kennedy、Scalia、Tho‐

masの5人対Ginsbulg、Souter、Breyer、Stevensの4人となっている。投票権法の解
釈としての2条と5条の一体化、ないし編入化の議論については、J.GeraldHerbert,Re-

dis"ic""gi"r/ieんsr2000Era,8Geo.MasonLRev.431,434-46(2000)が詳しい。

254SeeCraigHaller,EPIMrめ"sP/”め〃s:TYze助ack加gqfr/zelﾉb""gRigﾉ"sAαα"drheRep-

rese'""o"QfAﾉ"ericcJ,39Duq.LRev.619(2001)(投票権法は司法省にハイジャックさ

れ、今や人種差別の道具と化しているとして、司法省の立場を強く批判)．
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合衆国における90年代の人種的ゲリマンダリング訴訟の展開（二．完）

原告は、投票力の希釈ではなく、違憲の人種分離であると主張していた。こ

れは投票権法上の差別的意図や効果を証明する負担を回避し、厳格審査を利

用可能にする効果をもたらしている2弱。ただし修正14条を根拠とした訴え

では差別的意図の証明が必要である256｡Shaw型判決においては、「最重要の

ji嘩」として人種を利用したことの証明が求められる。これは、区割りにお

いて人種を単に考慮したのではなく人種それ自体を目的としたということで

あり、差別的意図を区割りの文脈で言い表したものと理解できる。

第5章1997年の2判決-Abramsv.Johnsonと

Lawyerv・DepartmentJu:ice

マイノリテイ多数選挙区の数を可能な限り増加させようとする最大化案

は、司法長官が投票権法2条と5条を組み合わせて運用することにより成り

立つものであった。最大化させなくても投票権法違反とは言えないことは、

JohnSonv.DeGrandy判決257によって示されていた。また投票権法の解釈に

かかる判決によって、最大化政策の根拠となる、2条と5条を一体として解

釈する立場は否定されることになった258．投票権法による根拠を否定する一

方で、最高裁は、同じ時期に、別の側面から最大化を阻む結果を持つ判決を

下した。

Abramsv.Johnson判決2”

255

256

257

258

259

Martinez,s"pr"note69,atl345-46.

See,e.8.,Washingtonv.Davis,426U.S.229(1976);VillageofArlingtonHeightsv.Metro-

politanHousingDevelopmentCorp.,429U.S､252(1977).

Johnsonv・DeGrandy,512U.S.997(1994).

Renov｡BossierParishSchoolBoard,520US.471(1997)、

Abramsv.Johnson,521U.S.74(1997).
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Miller判決は区割りを地裁に差し戻した。本件は地裁で新たに生じた紛争

に関するものである。

Miller判決の差戻審においてまず問題となったのは第2選挙区であっ

た260．地裁は、第2選挙区に含まれる郡が分割されている等の理由から、第

2選挙区が作成された支配的で最優先の要素は人種であったとして、この選

挙区を違憲であると判示した26'・

一方、この第2選挙区の違憲判決より前に、Miller判決を受けて、ジョー

ジア州知事は8月14日から約1ケ月にわたって、臨時会を召集した。その

ため、同22日に裁判所は、救済案の作成につき議会に任せる決定を行っ

た262。しかしながら下院の案は2つの黒人多数選挙区を含むものであり、ま

た上院の案は黒人多数選挙区の数が1つとなったために、結論にいたらず、

その旨を9月13日に地裁に申し出た。そこで、地裁が区割り案を作成する

ことになった263．地裁は、Miller判決の原審の時点から、問題の区割りは、

州ではなく、司法省やACLUが作ったといえるものと理解していた2"･その

260Johnsonv.Miller,922FSupp.1552(S.D.Ga.1995)．この第2選挙区は、Miller判決で

問題となった区割りの第2案の段階で、既に、司法省からの事前承認を得るために黒

人の人口を増やされた選挙区であった。第1案は1991年作成（マイノリテイ多数選

挙区は、第5，ll選挙区)、第2案は1992年作成（マイノリテイ多数選挙区は第5、

ll選挙区、さらに第2選挙区の黒人の割合を増加)。第2案についても事前承認を得

ることができなかったので、州は、黒人選挙区数最大化案（第3案）を採用し、つい

に事前承認を得ることができた。この第3案の合憲性を巡る訴訟がMiller判決の原審

であるJohnsonv.Miller,864ESupp.1354(S､D.Ga.1994)である｡

261Johnsonv.Miller,922ESupp.atl554-56.

262Johnsonv.Miller,922ESupp.1556,1559(SD.Ga・1995).本件のように、裁判所は救

済策を作る場合に、まず議会にアイデアを出させるのが通常である。SeeShawnFrem‐

stad,Note,SmteJ"dicjqjEJec"o"sα"d的eしb""gRig/zrsAcr:D城"加gr/zePmperRemedi"/

Scﾉzeme,76Minn.L.Rev.101,113(1991).

263Johnsonv.Miller,922ESupp.atl559.なお、このような短期間で区割り案を作成し

なければならなかったのは、l996年の選挙が迫っていたからであった。

264SeeJohnsonv.Miller,864FSupp・at1367-69.
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合衆国における90年代の人種的ゲリマンダリング訴訟の展開（二．完）

ため、その区割りが最高裁により違憲と判示された以上は、この区割りから

離れ、独自の救済案を作成する必要があると考えた。ACLUは新たに2つ、

または3つの黒人多数選挙区を含む区割り案を作成したが地裁はこれらを退

けた。そして独自に1つの黒人多数選挙区を含む区割り案（以下、地裁案）

を作成した265｡1996年の選挙は地裁案に従って行われたが、将来における使

用の差止を求めて訴訟が提起された。複数の有権者からなる原告団は、地裁

案は黒人の利益を十分に反映していないと主張し、合衆国もこれに加わっ

た。被告は地裁案に反対しなかった州の公務員であった。地裁は、自らが作

成した地裁案は、救済権限を逸脱したものではないと判示したために原告側

が上訴した。このため、黒人有権者と合衆国からなる上訴人と、もとの原告

(＝白人有権者）と被告（＝州）の連合からなる被上訴人との争いというこ

とになった。

[Kennedy判事による法廷意見(Rehnquist首席判事、O'Connor、Scalia、Tho-

mas各判事同意)]

(a)地裁の救済案の作成権限について

上訴人は、Uphamv.Seamon判決2“によれば、地裁が救済として区割りを

行う場合は、州の区割り方針に従わなければならないと主張する。そして、

地裁案は、州の区割り方針を無視しており救済権限を逸脱しているという。

しかしUpham判決は州の基本方針に憲法上の問題がある場合でもそれに従

うよう要求しているのではない。本件は、伝統的な区割り原則が人種よりも

'怪視きれていたのであり、また憲法上の問題を解消するには、州のかなりの

265Johnsonv・Miller,922ESupp.atl560-61.

266Uphamv.Seamon,456U.S.37(1982)(percuriam).この事例においては､司法長官は、
テキサス州の全27選挙区の内、2つの選挙区に対して、投票権法5条の手続に従っ

て異議を留めた。この2つの選挙区の区割りをすることになった地裁は、2つの選挙

区に加えて、複数の関係のない選挙区も作り直した。この地裁の区割りは、救済権限

の逸脱であると判示された。
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地域にわたって区割りを書き換えるという救済が必要である267。さらに上訴

人は、州の1991年の案（第1案）は2つの黒人多数選挙区を含んでいたの

で、地裁案はこの線に沿うべきだとも主張した。しかし1991年案でさえ相

当な司法省による圧力によって作成されたものである。この案は地裁案の基

礎とされるべきではない。伝統的な区割り原則に従えば、2つ目の黒人多数

選挙区を作成することはできなかった268。

(b)投票権法違反の主張について

上訴人は、地裁案では投票権法2条違反が起きるとも主張する。確かに

Gingles判決の三要件テストは、本件のような小選挙区においても適用でき

る。しかし、地裁の認定によれば、第一テストに関して、本件においては、

2つ目の黒人多数選挙区を作成するのに十分にまとまった数の黒人がいな

い。仮に作れば、伝統的な区割り原則よりも人種を支配的な要素にしてしま

うことになる。我々は地裁の認定は正しかったと結論する26，．

また上訴人は、地裁案は投票権法5条にも違反すると主張する。すなわち

退行の有無については、有権者は1991年案によって判断されるべきだと主

張し、司法省は、自らが事前承認を与えた1992年の第3案を基準に、その

憲法上の問題をクリアしたものであるべきだと主張する。しかし既に述べた

ように、憲法上許される範囲内で2つ目の黒人多数選挙区が作成できる可能

性は証明されていないし、91年案は事前承認を得なかった。また92年の第

3案も憲法上問題があるとされた。従ってどちらも基準として用いることは

267Abramsv・Johnson,521U.S.at85-86.

268".at86-90.なおここではACLUの区割り案が人種的ゲリマンダリングになるとい

うことも併せて述べている。

269".at90-92.ところで、第ll選挙区と第2選挙区についての個別の検討において、

地裁の事実認定に基づき、法廷意見は、第11選挙区について、相当な程度の交差投

票が行われていること、また黒人や黒人が好む候補者が多数当選していると認定し

た。第2選挙区についても交差投票が行われていることを認定し、どちらについても

三要件テストに適うような人種的偏向投票があるとはいえないとした(at92-94)。
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合衆国における90年代の人種的ゲリマンダリング訴訟の展開（二．完）

できない270.地裁が実際に基準として用いたのは1982年の区割りであった。

上訴人は、仮に1982年の区割りを基準としても、全10選挙区の内1つが黒

人多数区である82年の区割り（割合は10%)から見れば、全l1選挙区の

内1つが黒人多数選挙区である地裁の区割り案（割合は9％）は退行的であ

ると主張した。しかしこの理論に従えば、現在マイノリテイ多数選挙区があ

る州は、人口が増加する度にマイノリテイ多数区を作成しなければならなく

なる。これは投票権法が求めるものではない"I。

(c)一人一票の原則について

地裁案は一人一票から最大0．35パーセントの格差が生じているのに対

し、上訴人が作成した案のうち2つは0.19パーセントと0.29パーセントの

格差である。従って格差は地裁案の方が大きい。しかし、それらの案には憲

法上の問題があり、かつ郡を分割している。州は歴史的にアトランタ以外の

郡では郡を分割せず、投票区も分割してこなかった。また、地裁案は、中心

となる地区や利益を同じくする地域を維持するという要素が重視されてい

た"2。加えて、地裁の区割り案の平均格差（0.11パーセント）と上訴人が示

した区割り案のうちの1つの平均格差（0.07パーセント）との差は、実数に

して328人分の誤差にしかならない。現時点で前回の国勢調査より6年たっ

ていることと、ジョージア州が全米でもっとも人口増加率の高い州のうちの

1つであることを考えると、この誤差は許容範囲内である273O

(Breyer判事反対意見(Stevens、Souter、Ginsbulg各判事同意)]

法廷意見の結論は、事実と法の両方において誤っている。事実の問題とし

て、州には、2つのマイノリテイ多数選挙区を作成しようという意図があっ

270

271

272

273

〃
“
“
“

at95-97.

at97-98.

at98-100

atlOO-01
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地域にわたって区割りを書き換えるという救済が必要である2"。さらに上訴

人は、州の1991年の案（第1案）は2つの黒人多数選挙区を含んでいたの

で、地裁案はこの線に沿うべきだとも主張した。しかし1991年案でさえ相

当な司法省による圧力によって作成されたものである。この案は地裁案の基

礎とされるべきではない。伝統的な区割り原則に従えば、2つ目の黒人多数

選挙区を作成することはできなかった268。

(b)投票権法違反の主張について

上訴人は、地裁案では投票権法2条違反が起きるとも主張する。確かに

Gingles判決の三要件テストは、本件のような小選挙区においても適用でき

る。しかし、地裁の認定によれば、第一テストに関して、本件においては、

2つ目の黒人多数選挙区を作成するのに十分にまとまった数の黒人がいな

い。仮に作れば、伝統的な区割り原則よりも人種を支配的な要素にしてしま

うことになる。我々 は地裁の認定は正しかったと結論する26,。

また上訴人は、地裁案は投票権法5条にも違反すると主張する。すなわち

退行の有無については、有権者は1991年案によって判断されるべきだと主

張し、司法省は、自らが事前承認を与えた1992年の第3案を基準に、その

憲法上の問題をクリアしたものであるべきだと主張する。しかし既に述べた

ように、憲法上許される範囲内で2つ目の黒人多数選挙区が作成できる可能

性は証明されていないし、91年案は事前承認を得なかった。また92年の第

3案も憲法上問題があるとされた。従ってどちらも基準として用いることは

267Abramsv.Johnson,521U.S.at85-86.

268".at86-90、なおここではACLUの区割り案が人種的ゲリマンダリングになるとい

うことも併せて述べている。

269".at90-92.ところで、第11選挙区と第2選挙区についての個別の検討において、

地裁の事実認定に基づき、法廷意見は、第l1選挙区について、相当な程度の交差投

票が行われていること、また黒人や黒人が好む候補者が多数当選していると認定し

た。第2選挙区についても交差投票が行われていることを認定し、どちらについても

三要件テストに適うような人種的偏向投票があるとはいえないとした(at92-94)。
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合衆国における90年代の人種的ゲリマンダリング訴訟の展開（二．完）

できない270.地裁が実際に基準として用いたのは1982年の区割りであった｡

上訴人は、仮に1982年の区割りを基準としても、全10選挙区の内1つが黒

人多数区である82年の区割り（割合は10%)から見れば、全ll選挙区の

内1つが黒人多数選挙区である地裁の区割り案（割合は9％）は退行的であ

ると主張した。しかしこの理論に従えば、現在マイノリテイ多数選挙区があ

る州は、人口が増加する度にマイノリテイ多数区を作成しなければならなく

なる。これは投票権法が求めるものではない271。

(c)一人一票の原則について

地裁案は一人一票から最大0．35パーセントの格差が生じているのに対

し、上訴人が作成した案のうち2つは0.19パーセントと0.29パーセントの

格差である。従って格差は地裁案の方が大きい。しかし、それらの案には憲

法上の問題があり、かつ郡を分割している。州は歴史的にアトランタ以外の

郡では郡を分割せず、投票区も分割してこなかった。また、地裁案は、中心

となる地区や利益を同じくする地域を維持するという要素が重視されてい

た272。加えて、地裁の区割り案の平均格差(0.llパーセント）と上訴人が示

した区割り案のうちの1つの平均格差（0.07パーセント）との差は、実数に

して328人分の誤差にしかならない。現時点で前回の国勢調査より6年たっ

ていることと、ジョージア州が全米でもっとも人口増加率の高い州のうちの

1つであることを考えると、この誤差は許容範囲内である273。

[Breyer判事反対意見(Stevens、Souter、Ginsburg各判事同意)]

法廷意見の結論は、事実と法の両方において誤っている。事実の問題とし

て、州には、2つのマイノリテイ多数選挙区を作成しようという意図があっ
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た。またマイノリテイ多数選挙区の数について司法省が意見を述べるのは特

別なことではない。法の問題としては、Upham判決の理解に誤りがある。

Upham判決では、州議会の意図は議会に提出された区割り案によって決定

されると述べられたのであって、個々の議員がどのような思惑である区割り

案を採用したかではない。区割りは妥協や様々な政治的思惑が入り交じった

ものである。農民や様々な圧力団体からの要求をいれた区割りならば合法だ

が、司法省の要求に従ったものは違法であるとは言えない274O

法廷意見は、2つのマイノリテイ多数選挙区を含む区割り案は、Miller判

決に照らして違憲になるとした。Miller判決において法廷意見に加わってい

たO'Connor判事は、Bushv.Vera判決において、「例え人種が支配的な要素

であったとしても投票権法2条違反を避けるためであれば合法である」と述

べていた。1990年の国勢調査結果と投票権法2条、5条はジョージア州にお

いて2つのマイノリテイ多数選挙区を要求している。地裁が三要件テスト

に、特に第一テストに適わないとしたのは誤りである275．問題は、立法者が、

投票権法違反を防ぐためにマイノリテイ多数選挙区が必要と思ったのかどう

かであって、証拠上、投票権法がそれらの選挙区を必要としているかどうか

ではない276。さらにマイノリテイ選挙区を1つにしても2つにしても、現職

の保護などの伝統的区割り原則を遵守することが可能であった277．

Shaw型判決で見られた、「人種が支配的な動機付けとなっているかどう

274".at103-09.

275".atlO9-12.特に、ShawI判決やMiller判決に言うcompactnessと、投票権法2条

の言うcompacmessは意味が異なり、前者は選挙区の形を指すが、後者はマイノリテ

イグループのまとまりを指していると指摘する。そして、「地方部と都市部の地域を

連結」するというのは、「まとまり」よりも「政治的密着」と関係するのであり、地

方部と都市部の人種的マイノリテイが形の整ったマイノリティ多数選挙区を作ること

ができない、というわけではないと主張する(atlll-12)。

2761d.at113-14.

277".at114-16.ここでは91年案、地裁案と司法省による案を比較する。そしてマイ

ノリテイ多数選挙区の数以外には重要な違いは見あたらないとしている。
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合衆国における90年代の人種的ゲリマンダ'ノング訴訟の展開（二．完）

か」という判断基準は暖昧である。本判決によれば、ある人種の配置が、民

主党とか、マイノリテイ系の現職保護に有利になることを自覚しつつ区割り

を行うことが可能なのかどうかが不明のままである。本判決により今までの

この人種と区割りを巡る問題はより悪化するであろう278。

区割ﾄﾉ作業の今後

ある論者は、本件が、従来裁判所が州に対して示してきた謙譲の態度の重

要性を軽視したと批判する。本件でポイントとなったのは、Upham判決に

拘束されずに、裁判所が区割りを行うことができるか否かの基準は、州の選

好が人種によって動機づけられているかどうかであったが、そのような二分

法は適切でないという批判である27,。しかしながら、Upham判決が示した法

理は、地裁が州に代わって区割りを行う場合、憲法上、あるいは投票権法上

の誤りを正すという目的に限られた範囲でのみ区割りを行うことができる、

というものであった。従って上のような批判が成り立つには、司法省の関与

を受けた有権者側が示した区割り案は（憲法上か投票権法上かはともかく）

述法であるということが言えなくてはならない。結局、問題はここに帰って

くるのである。

司法省のマイノリテイ多数選挙区を増加させようという方針に従って作成

された区割り案は、最高裁によって違憲と判示されてきた。この流れを前提

にすると、本件の帰結は、例え司法省による事前承認が下されたとしても、

その区割りに不満のある有権者は､司法省寄りの州にではなく、裁判所によっ

て自分好みの（具体的にはマジョリテイに有利な）区割り案を作成させるこ

とが可能になる、ということになりかねない。すなわち、本件は、区割りを

278".atll6-19.

279ThaliaL.D.CalToll,Casenote,O"eSrepFbrwaJrio7TwoSrapsBQc"Abramsv.Johnson

α"dr/zei/iﾌ""gRighrsAcrqfl965,31CreightonL.Rev､917,940-42(1998).

19



行う州の権限への介入になるのと同時に、司法長官の事前承認制度を巧みに

回避する結果となり、そのことが、区割りに関わろうとする連邦議会の意図

への介入にもなるのである2800また、本件判決では、司法省の関与の方が、

人種が最重要の要素かどうかという問題よりも重視されており、Shaw判決

以来指摘されてきた、州などの区割り案作成者が陥る板挟みを一層悪化させ

るという解釈が成り立つ2脇!。

しかし別の見通しとして、司法省の関与を受けていなければ、裁判所とし

ては、州が行った区割りに口出しをする根拠もまたなくなるのも確かであ

る。司法省と白人有権者との間で板挟みにあっていた州の区割り作成者に

とって、司法省の関与がなくなれば、自由に区割りを行い、裁判所が介入す

ることもなくなるのである。いわば、司法の介入を防ぎたければ、司法省の

関与も押さえるべきという見方がなりたつのである282。

Lawyerv.DepartmentofJustice判決28,

1990年の国勢調査に基づき、フロリダ州は区割りを作り直した。その区

280".at942-45．なお、事前承認の決定自体は司法審査の対象とならないことは、Mor‐

risv.Gressette,432U.S.491(1977)によって確認されている。投票権法は事前承認を与

える権限を、司法長官とワシントン特別地区連邦地方裁判所のみに与えた。それだけ

に、裁判所が事前承認の判断に疑問を呈することは、同制度を無意味にするものと理

解される。SeeMcDonald,s"prrznotel48,atl55.

281SeeDanielH.Lowenstein,lfﾌ〃Do"'rHqveroBeLめemJro""erﾉzeRczcicIIGernwzα"der‐

加gCnses,50Stan.L.Rev.779(1998)(州は違法な行為を連邦政府に強要されていると

主張)．

282Jeffreyl.Fisher,Note,77ZeU"we/co"ze.ﾉ"diαα/Obligα"o"roRespeaん""csmRczcjaノ

GerIymq"虚""gRemedies,95Mich.L・Rev.1404(1997)は、違憲の人種的ゲリマンダリ

ングの救済を裁判所が作成する場合の問題を論じる。その中で、違憲判決を受けた州

は新たな区割り案を作ろうとするが、結局、党派のバランスに配慮するあまり膠着状

態に陥ってしまうこと、一方で裁判所に区割りを任せると州の区割り方針において重

要な位置を占める政治的考慮が軽視される、という問題を指摘する。

283Lawyerv.DepartmentofJustice,521U.S.567(1997).
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合衆国における90年代の人種的ゲリマンダリング訴訟の展開（二．完）

割りは、政治的に密着したマイノリテイが集住する地域を分割するもので

あったために、司法長官は､事前承認を与えなかった。フロリダ州最高裁は、

州議会などに対して、区割りを改正し、改正を行わなければ裁判所自ら区割

りを行うという勧告を行ったが､区割りは行われなかった｡そこで裁判所は、

州議会が難局(impasse)に陥ったと結論し、自ら区割り案を作成した。その区

割り案（以下、区割り案330号）は、第21上院議員選挙区が奇妙な形とな

り、その選挙区内における投票年齢人口は、黒人が45.8パーセント、ヒス

パニック系が9.4パーセントとなっていた。州最高裁は、この選挙区が入り

組んだ形であることを認めつつ、人種的、民族的公平さの観点からこの選挙

区を認め、1992年と94年の選挙は、この区割り案の下で行われた284｡94年

4月、州の有権者によって、このマイノリテイが多数となっている第21選

挙区は平等保護に反するとして、州と州の司法長官などを相手どって、訴訟

が提起きれた。この訴訟の最中にMiller判決が下されたために、訴訟当事者

間で、州議会の選挙に対する連邦裁判所の好ましくない介入を避ける目的で

調停人を任命することにつき合意した28s｡そして､最終的に1995年ll月に、

本件上訴人を除いて全ての当事者間で、第21選挙区が違憲であるとは認め

ないものの、原告の訴えには合理性があるという理由で、さしあたって、州

が新しい区割り案を作成するまでの間、世論を参考にした上で区割り案386

弓･を採用するとした。この結果、第21選挙区は、幾分小さなものに作り替

えられ、黒人有権者の割合は36．2パーセントに減少した。本件上訴人は、

この区割り案を採用する前に、地裁によって、もとの第21選挙区は違憲で

あるとされなければならず、また区割り案386号による第21選挙区も違憲

の人種的ゲリマンダリングであると主張した。地裁は、区割り案386号を認

めるに当たって、もとの第21選挙区を違憲と判示する必要はないとした286。

284この区割り案が投票権法2条違反となるかどうかについては、Johnsonv.DeGrandy,

512U.S.997(1994)において、2条違反にはならないとされている。

285Scottv.DepartmentofJustice,920ESupp.l248,1250-51(M､D.Ha.1996).

286".at1252n.2.
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また、区割り案386号についても、上訴人は憲法違反を証明するための証拠

を提出しなかったとして、区割り案386号が採用されることが確定した287。

[Souter判事による法廷意見(Rehnquist首席判事、Stevens、Ginsburg、Breyer

各判事同意)〕

(a)地裁の手続の正当性について

上訴人は、地域が区割り案330号に関する違憲判決を経ずに和解案を作成

することは、区割りにおいて第一に責任を負う州議会の権限の侵害に当たる

と主張した。しかし、州にはどのような救済案を採用するかについて検討す

る十分な機会があった。従って、地裁が和解案を採用したことに問題はない

288。また、上訴人が和解案に反対していたとしても、訴訟当事者の1人が反

対しているというだけで、その和解案を阻止できるわけではない289O

(b)386号の合憲性について

地裁の認定によれば、386号による第21選挙区の形と人種構成は、慈恵

的で、十分に整然としていたし、州内の他の選挙区とも突出して違ったもの

でもない。選挙区内の有権者は自分たちを1つのコミュニティと思うことが

でき、経済的地位も共通している。また、黒人の割合は36．2パーセントに

とどまっており、特定の候補者に有利に働くものでもない。上訴人は、選挙

区が複数の郡にまたがっているという形に基づく主張と、州全体の割合から

見て、選挙区内の黒人の割合が著しく高いという人種構成に基づく主張を

行った。しかし、選挙区が複数の郡にまたがることは、フロリダ州において

は特別なことではない。また、ある選挙区の黒人の割合が、その選挙区のあ

287なお、可onat判事は、同意意見の中で、この和解案における第21選挙区は合憲であ

るとしながらも、合意判決に至るにはもとの選挙区が違憲であると認定する必要があ

る、と注記している(id.atl256-57)。

288Lawyerv.DepartmentofJustice,521U.S.at575-78.

289〃、at578-80.
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合衆国における90年代の人種的ゲリマンダリング訴訟の展開（二．完）

る郡における黒人の割合を超えてはならないわけではない。人種的ゲリマン

ダリングの推測を回避するために、選挙区ごとの人種の割合をそろえること

が必要なのではない。本件の選挙区は伝統的区割り原則を人種よりも軽視し

たものではなく、地裁の判示に誤りはない290。

[Scalia判事による反対意見(O'Connor、Kennedy、Thomas各判事同意)]

連邦地裁は、第21選挙区を違憲と判示することなく、また州に自ら区割

りを行わせる十分な機会を与えないまま和解案を採用した。これは州の権限

に対する、先例にない侵害である。地裁は、違憲の認定をしなくても救済と

しての和解案を採用できるという。しかしその根拠として引用した先例は、

過去の差別という特別な事情があれば、アファーマテイヴ・アクション・プ

ログラムが正当化されるという認定を経ずに、州はそのプログラムを実行す

ることができるかどうか、という問題だった。裁判所が、違法の認定を経ず

に救済を課すことができるかという問題とは関係がない2110

また、多数意見は、州が地裁の救済案に同意しているので、第21選挙区

が違憲であるという認定は不要であると言う。しかし、その根拠として引用

した先例は、当事者がいつでも法廷外で和解をすることが可能だった。本件

の場合、どの当事者も区割りについての合意に達することはできなかった。

フロリダ州の憲法により、区割りは両院の決議によって行われなければなら

ないから、両院の決議を経ずして司法長官や有権者との間で結ばれた合意は

岻効である。違法を矯正する目的でない地裁の命令は拘束力がなく、連邦裁

判所は、連邦法違反の証明がないまま州の区割り作業に介入することは禁じ

られている2920

290".at580-83.

291〃・at583-84(citingWygantv.JacksonBoardofEducatin,476U.S.267,284,289-91

(1986)(O'Connor,J.,concomng)).

292".at584-86(citingFirefightersv.Cleveland,478U.S､501,522-23(1986);Voinovichv"

Quilterl507U.S.146,156(1993)).
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地裁は、上訴人の主張に合理性があるとした時点で、州が自ら救済案を作

成するための機会を与えるべきだった。本件の和解案が立法府による解決で

あるというには、通常の議会において州の立法者が区割りを行う機会がなけ

ればならず、本件のように、州下院の議長らが参加し、和解案に合意したと

いうだけでは、裁判所が関与する理由としては十分でない2"・被上訴人は、

州議会がMiller判決に応じて自発的に区割りを行わなかったと言う。しか

し、重要なのは、本件の第21選挙区が実際に違憲と判示された後に、州議

会に区割り作成の機会が与えられたかどうかである。本件の和解案は、憲法

違反を認定することなく、またそれに対処する機会を州議会に与えることな

く作成きれた。連邦裁判所はこれを承認する権限を持たない2940

本件の示唆

Shaw型判決において、人種を意識した区割りに違憲判決を出し続けた判

事のうち、Rehnquist首席判事が、今回初めてStevens判事らのグループに加

わった。本件を以て、Rehnquist首席判事が、人種を意識した区割りについ

ての態度を変えたというのは早計であろう。しかし、本件の反対意見は、区

割りの合憲性の判断に加えて、本件のような地裁が仲介した和解案が、本来

的には州に認められる区割り権限の不当な介入に当たることも強調してい

る。このような州の区割り権限を重くみる立場は、Shaw型判決において、

違憲判決を支持してきた判事らが一貫して主張してきたことである。このグ

ループから立場を変更したのはRehnquist首席判事だけであり、本件におい

てはキャスティング・ヴォートとなっている。一方で、Shaw型判決におい

てキャスティング・ヴォートを握ってきたO'Connor判事は、従来まで、投

票権法の遵守が非常に重要な利益になりうると発言し続けてきた。そして、

293".at588-89

294".at589.
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合衆国における90年代の人種的ゲリマンダリング訴訟の展開（二．完）

本|'|選挙区には経済的地位に基づく利益の共通性があり、コミュニティの感

覚を惹起しているという法廷意見には加わらなかった。これは、O'Connor

判1Iは、人種を意識した選挙区割りを正当化するような非常に重要な利益は

投票権法の遵守である、という信念から、コミュニティの感覚というような

利航を軽視している、という理解が考えられよう。これとは逆に、法廷意見

は、今後、このコミュニティの感覚という要素が区割りを正当化する利益と

して認められる可能性を示唆している、とも解されよう2"。いずれにせよ、

法廷意見も反対意見も、手続的側面に注目し、区割りそのものの合憲性や厳

格排査における非常に重要な利益等にはふれず、形式的に地裁の判示を肯認

した。しかしその背後で、次の2つの重要な示唆を含むと解釈することがで

きる=,lつには、本件が、州などの関係当事者間で、区割り訴訟に巻き込ま

れるliiに、早期に和解を選ぶ誘因となる、という指摘がある2,6。もう1つは、

当りI;昔が参加した和解案によって成立した区割りについては、その形が多少

いびつであっても、認められるというものである。これは、DeWittv.Wilson

判決』‘''と軌を同じくするものである。Abram判決との関連で言えば、当事

者|H1で合意に達したものについては、連邦裁判所はあえて関与しない、とい

う態l変の表明とも受け取ることが可能なのである。

295WilliamJ・Dempsey,Note,Lawyerv.DepartmentofJustice:"o"血'sDα"“w"ﾉ1地eDjs‐

〃j"加gDe"lo",27StetsonL.Rev､899,919-20(1998).SeeStephenJ.Malone,Note,Rec-

〃g"j"gComm"""iesqMz花形sr加aLegisltz"veAppo"io"me"rPIα",83Va.L.Rev.461

(1997)(利益を同じくする地域の重要性について述べ、これを人種の代用として用い

ることで憲法違反となることなくマイノリティ代表を促進することが可能であると主

推)．

296Dempsey,s"pMznote,295at924-26.

297DcWittv.Wilson,856ESupp.1409(E.D.Cal.1994),"'d,515U.S・ll70(1995)(sum-

111ill･yaffirmance).Seea/soKingv.StateBoard.ofElections,979ESupp.619(N.D.Ill.

1997),"'d,522U.S.1087(1998).
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第6章Easleyv.Cromartie

本章では、90年代最後の人種的ゲリマンダリング訴訟として、2つの判決

をやや詳しく検討する。

Huntv.Cromartie判決(Cromartiel判決)''$

ShawⅡ判決を受けてノースキャロライナ州議会は、1997年に新しく選挙

区を作り直した。その区割り案では第12選挙区は以前のものほどいびつで

はなく、選挙区に占める黒人有権者の割合も57パーセントから47パーセン

トに減らされることになったが、以前に見られた、「蛇のような形(snakelike

shape)」と「州際道路85号線沿い」であるという特徴は変わらなかった。

そこで白人有権者である本件原告は、この区割り案も違憲の人種的ゲリマン

ダーであるとして訴訟を提起した299Oこの訴訟において両当事者は略式判決

を求める申立てを行ったため、三人合議制による地裁は、1人の反対意見を

押さえて、争いのない重要な事実は、①当該選挙区が人種的性格を帯びた投

票区を含むように作成されていること、②当該選挙区が民主党支持者の多い

投票区を含まないように作成されていること、③立法者は伝統的な区割りの

原則を無視していること、を示していると認定し、第12選挙区は文面上人

種的な動機によって作成され､修正14条違反であるとして差止を認めた3叩。

これを受けて州側が最高裁に上訴した。

[Thomas判事による法廷意見(Rehnquist首席判事､O'Connor､Scalia,Kennedy

各判事同意)〕

298

299

300

〃

Huntv.Cromartie,526U.S｡541(1999).

".at543-45.

Cromartiev・Hunt,34ESupp.2d1029(E.D.N.C.1998)



合衆国における90年代の人種的ゲリマンダリング訴訟の展開（二．完）

被上訴人は、区割りにおいて人種が最重要であったことを示すいくつかの

1証拠を提出した。しかし、略式判決は、重要な事実について真正な争点がな

く、申立てる側が法律上当然の判決0udgmentasamatteroflaw)を受ける権

利がある場合にのみ用いられるものである。略式判決の申立てに対して判断

を下す際には、反対当事者の証拠が信じられ、かつ、あらゆる正当な推測が

反対当事者に有利になされなくてはならない。上訴人は、第12選挙区を作

成する際の州議会の意図は、強固な民主党の基盤を持つ選挙区の作成、現職

の保護、伝統的な区割り原則の遵守、議会内の党派のバランスの維持であっ

たと主張した。また、専門家証人の証言を証拠として提出した。それらは、

州は黒人投票区よりも民主党投票区を多く含めたのであり、全体として、人

椰的性格と政治的性格ｶヲ少なくとも同等か、若干政治的である、という選挙

|えの性格に関するものだった301.先例は､忠実な民主党支持者に黒人が多く、

また州がその事実を知っていたとしても、政治的ゲリマンダリングは憲法上

,;1:されるということを明らかにしてきた。黒人がある選挙区で大多数になる

・方で、その周りでは相対多数にも満たないようなことがあっても、それ自

体は、人種と政党支持に強い相関関係があれば、人種的動機によってその選

挙Ⅸが作成されたと証明するには不十分である302．本件のように、立法者の

肋機自体が事実問題となっている場合は、略式判決による処理は適当ではな

く地裁判決を破棄、差戻す303。

[SIcvens判事結果同意意見(Souter、Ginsburg、Breyer各判事同意)]

避挙区の形は、政治的、または人種的考盧のどちらかが働いたという強い

i;II拠となるが、どちらの要素が州の伝統的な区割り原則の無視の原因であっ

たかという問題に光を当てるものではない。南部では、民主党支持者が連邦

3()1

3()2

3()3

〃
〃
“

at547-50

at550-52

at552-54
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の選挙において民主党候補者にいつも投票するとは限らず、近年、保守的な

白人民主党員は共和党候補者に惹きつけられてきている3"。最近の投票結果

では、黒人投票区を含めるために第12選挙区から排除された、民主党投票

区の有権者ほとんど全員が、実際には共和党候補者に投票した。このことは

第12選挙区の境界周辺に居住する大部分の忠実な民主党支持者はたまたま

黒人なのであるという結論を支持するものである3050

前進か後退か－2つの見方

本件は、一見すれば、略式判決を破棄したにすぎないように見えるが、実

際の投票行動についての証拠に言及していることは、重要な意味を持つ。､従

来いびつな形の選挙区が違憲とされたのは、同じ人種であれば同じように考

え同じように投票するという、人種的ステレオタイプを強化するからであっ

た。しかし本件では、実際の投票行動を示す証拠から、人種が異なれば投票

行動が異なるという前提そのものが、問題とされた3060従って、区割りに際

して、司法省と最高裁との間で板挟みにあってきた州にとっては、過去の投

票行動から、現職保護という憲法上許される目的のために、ある政党に投票

すると見込まれる有権者を特定する一方で、同時にマイノリテイ候補者を当

選させるべく、マイノリテイ多数選挙区を作成する余地が生まれることに

なった。これは、区割りを行う州にとっては朗報であった。

他方で、本件は、人種が最重要の要素であったという証明を原告側に課し

た307。これにより、Shawv.Reno判決のような極めていびつな形をした選挙

４
５
６
７

０
０
０
０

３
３
３
３

囮．at555-57．

〃・at557-58.

Seeid.at550-51.

原告は刑事訴訟法上の「毒樹の果実(fmitofthepoisonoustree)」理論を援用し、過去

に違憲と判示された選挙区と類似の選挙区は違憲の推定を受け、州が合憲の証明責任

を負うと主張したが、この主張は退けられた。SeeJudithReed,WI"2heS"p""zeCoM"

銘
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区の場合はともかくも、標準的な形よりも少し入り組んでいるというような

程度の選挙区の場合は、人種が最重要の要素であったことの証明は極めて困

雌となろう。Stevens判事の言及により、形がゲリマンダリングを推定させ

るという、ある程度の証拠力は維持されるが308、実質的にはマイノリテイに

は不利に働きうる判決でもある。このことはGonlhonv.Lightfbot判決3”の

ような、黒人有権者のほぼ全員を市の境界線の外側に閉め出すようなタイプ

の区割りを考えてみるとよりはっきりする。現在において、Gomillion判決

のような露骨な区割りが行われることは現実的にはあり得ないだろうが、選

挙区の形においても人種構成においても、差別的であるかどうかが微妙な場

合は、マイノリテイ有権者は、その選挙区の違法性を自ら証明する負担を負

うことになる。

この前進とも後退とも受け取れる本判決は、2年後、再び最高裁へと戻っ

てきた。

Easleyv・Cromartie判決(Cromartiell判決）’1。

地裁は、Cromartiel判決を受けて、中断された証拠開示手続を進め、3

H問の事実審理を行った。その結果、立法者は、①党派のバランスを維持し

たまま選挙区を作り替えようとしていた、②2人の現職候補が同じ選挙区に

削り当てられないようにし、元の選挙区の党派的中心部を手つかずにしてお

いた、と認定した。しかし結論としては、憲法上の問題として、次の2つの

lﾘ1由により第12選挙区を違憲と判示した。第一に、選挙区に占める黒人有

3()8

3()9

310

MakE〃恥sie7IoChα"e"ge"'eC花α"o"qfRzzce-Co"scio"sDisrric"?,4PreviewofU.S

Sup.Ct.Cases218(1998).

Huntv.Cromartie,526U.S・at555(Stevens,J.,concurring).

Gomillionv・Lightfbot,364U､S.339(1960).

Easleyv.Cromartie,532U､S.234(2001).

〃



権者の割合や、選挙区が市や町を分断している事実である。Cromartiel判

決では、これらの点のみでは違憲判決を下すには十分ではないことが既に述

べられていた。そこで地裁は、第二に次のように述べる。すなわち、本件選

挙区は、政治的特性ではなく、人種的特性が高い投票区を含めるために作成

されたものである、と。その根拠として、①立法者は、第12選挙区の境界

線周辺に位置する民主党優位の投票区を、それを含めればよりまとまりのあ

る選挙区を作成することができる場合でさえ排除している、②原告側専門家

証人であるWeber博士によれば、選挙区の作成において、人種という要素

が政党支持という要素に勝り、政治的要素では選挙区の構成を説明できな

い、③被告側専門家証人であるPeterson博士の証言は信頼できず、また無関

係である、④議会の区割り委員会のリーダーであるCooper上院議員は、人

種と党派のバランスをとる必要があることを灰めかした、⑤上院の区割り委

員のコーディネーターであるCohen氏は、Cooper上院議員に、Greensboro

黒人コミュニティを第12選挙区に入れるので、今度は約6万人を第12選挙

区から除かなければならないという電子メイルを送った、という5点を新た

に認定した3'1．州側は再び上訴した。

[Breyer判事による法廷意見(Stevens、O'Connor、Souter、Ginsburg各判事

同意)〕

(a)審査基準について

区割りを作成する権限は議会にあり、議会には、競合する利益のバランス

をとるために必要な政治判断を行う裁量権がある。議会が人種を理由に選挙

区を作成したという訴えに対しては特別の注意が必要であり、本件のよう

に、議会が、正当な政治的説明を行っており、人種と政党支持との間に高度

の関連がある場合は、とくにそうである3i2。

311Cromartiev.Hunt,133ESupp.2d407(E.D.N.C.2000)

312Easleyv.Cromartie,532U.S.at242.
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合衆国における90年代の人種的ゲリマンダリング訴訟の展開（二．完）

我々 は、通常は地裁の判決に、「明白な誤り(cleareITor)」がないかを審査す

る。我々は、「我々だったら別の判示をしただろう」ということでは地裁の

‘l漢認定を覆さない。我々は、「証拠全体に基づいて｣、「間違いがおきたと

いう明確で確固とした確信」の有無を決するのである。中間上訴裁判所が事

実審裁判所の認定を肯認した場合、我々最高裁は簡単に事実認定を覆したり

はしない。しかし本件では中間上訴裁判所が存在しない。また事実審理は長

lIf間にわたるものではなかったし、重要な証拠は書証と専門家証人の証言で

あるから証拠の信用性は重要な問題ではない。従って、我々は、明白な誤り

の有無を決するために、地裁の認定を広範に審査するのは正当化されると認

定する3'3。

(b)地裁の事実認定の再検討

地裁は、今回新たに5つの認定を行ったが、それでもなお、それらの証拠

では、地裁の結論を支持することはできない。以下その理由を示す。

(b)-1有権者登録と投票行動の関係

地裁が依拠した重要な証拠は、有権者登録であり投票行動ではない314．地

敗が依拠したのは、立法者が民主党支持でかつ白人が多い投票区を排除した

のに、民主党支持者の数が同等かそれ以下でも黒人が多い投票区は本件選挙

|人:に含めている、という証拠である3崎。

我々はCromartiel判決において、有権者登録は実際の投票所における選

好を予言しないので、有権者登録という証拠は（略式判決を下すには）不十

分であると判示した。民主党支持と登録した黒人の95パーセントから97

パーセントが実際に民主党に投票する。これに対して、白人は、民主党支持

ワ
』
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咽
底
叩

Ｇ
Ｉ
ｌ
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Ｉ
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』
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ｑ
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１
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』

〃・at242-43．

".at244.

".at244-45.また地裁は、黒人の割合が40パーセントから100パーセントの投票

区は第12選挙区に含めたのに、民主党支持者の割合が54パーセント、76パーセン

トを占めるが黒人の割合は35パーセント未満の投票区は排除した、とも言う(必jd)｡
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者でも共和党に投票することがある。民主党優位の選挙区を作成しようとす

る立法者は、民主党に関する投票行動に関心を持つ。従って、立法者は、人

種に関係なく、信頼できる民主党優位の投票区を含めることによって、結果

的に黒人の多い投票区を含む選挙区を作ることが許される。その場合の理由

は人種的ではなく、政治的なものである副‘。

(b)-2Weber博士の証言に基づく地裁の5つの事実認定について

Weber博士は、民主党優位の選挙区を作るのであれば、信頼できる民主党

支持者の割合は60パーセントで十分であるのに、立法者はそれ以上の民主

党支持者を集めた、と言う。しかし、実際の第12選挙区の信頼できる民主

党支持者の割合は63パーセントである。また現職候補者は、60パーセント

ではなく、できる限り自らに有利な選挙区を作るよう立法者に要求しただろ

う。投票行動に関しては、数値は、本来的に不確定なものであるから、この

ような僅かな差で証拠上の重みがあるとは言えない3l7o

Weber博士は、第12選挙区に含まれる6つの郡のすべての投票区につい

ての表318を用いて、もし立法者が政治的考盧をしていたならば、第12選挙

区に信頼できる民主党支持者が多い投票区を含めようと努力し、結果として

黒人の割合は減ったのではないだろうか、と問う。しかし、第12選挙区に

含まれた黒人投票区と、信頼できる民主党支持者の割合が同程度の場合は、

そのような白人投票区は1つも排除されていない。立法者は、明白に政治的

な理由で、信頼できる民主党支持者のいる投票区を含めようとしたのだ319。

316

317

318

319

〃

近。at245．

皿．at246-47．

その表によれば、民主党支持者が40パーセント以上いる投票区が第12選挙区にお

いて占める割合は、郡によって異なるが、39パーセントから56パーセントである。

しかし黒人有権者が40パーセント以上いる投票区は、ほとんど全部が第12選挙区に

含まれているのである。博士は黒人投票区のほとんど全部が含まれた事実から人種的

動機を推察する(at247)。

".at247.



合衆国における90年代の人種的ゲリマンダリング訴訟の展開（二．完）

(b)-3現職保護か人種的動機か

Weber博士の表では、民主党支持においては信頼できる白人の投票区が、

人種的な理由で排除されたのか、それとも特定の立法者への割り当てのため

に排除されたのかは分からない。しかし博士は、現職2人のうち，人が落選

するという競争の激しい選挙戦が望ましい、と証言した320O立法者は、人種

的ではなく、政治的な理由で、その反対のことを信じ、また行った。つまり

現職候補者を保護する選挙区を作り上げたのだ。そして現職の保護は正当な

政治的目的である。これらの理由により、博士の表は立法者の真の動機の解

|ﾘlにはならない321。

(b)-4代替案作成の可能性

Weber博士は、マイノリテイ多数選挙区を作成しなくても、民主党が優位

になる選挙区を作成する方法があった、とも言う。我々は、そのような方法

が、いくつかはあるかもしれないと思うが、それだけでは立法者の動機が不

適切であると証明するには不十分である。結局のところ、憲法は、マイノリ

テイが多数となるような選挙区を作らないように、立法者に積極的義務を課

しているのではない。単に、政治的、あるいは伝統的な動機に反して、人種

を雌重要の基準として選挙区を作成してはいけない、という義務を課してい

32(）博士が提案した代替案は、2人の現職候補（第9選挙区の共和党候補者SueMyrick

と第12選挙区の民主党候補者MelWatt)を同じ選挙区に割り当てている(at247-48)。

321さらに博士の分析が不十分であることを示すため次のようにも述べる(at248)。「博

士は、Mecklenburg郡投票区（第77投票区）が分割され、一部が第9選挙区に、残り

が第12選挙区に入れられた事実を指摘し、立法者の動機が政治的なものであれば、

この投票区を分割する必要などなかった、と考えた。しかし、第9選挙区に、第77

投票区全体が含まれるようになれば、信頼できる民主党支持者が増加し、現職である

共和党議員は不利になる。それでもこの現職議員は投票区の分割を拒否したであろう

か。博士はこの点について検討していないことを自ら認めている。地図によれば、第

77投票区全体を第12選挙区に含めれば、第9選挙区を2つに分割する半島部分がで

きてしまう。立法者がそうしなかったのが人種的理由ではないことは明らかだ｡」

a3



るのである3220

(b)-5Peterson博士の証言について

地裁は、州の専門家証人であるPeterson博士の証言を、信頼できず、また

無関係であるとした。Peterson博士の証言は、黒人の民主党支持者はより信

頼できること、そして第12選挙区の境界線はより信頼できる民主党支持者

を含めるように引かれたことを証明しようとした。特にPeterson博士は、第

12選挙区の境界線に接する、選挙区の内側にある投票区と外側にある投票

区を比較した。これは選挙区の境界線が、政治的要素よりも人種的要素によ

り良く対応しているか決定するためである323｡PeterSOn博士は、記録中の利

用できる情報を用いて、民主党と共和党の投票行動を比較する図を作成し

た。この図の正確さについて誰も異義を唱えていないので、その図は信頼で

きると考えられる｡Peterson博士の証言も、図の内容と被上訴人自身が認め

ている事を確認している限り、信頼できる。その図は、一般的には、立法者

が忠実な民主党支持者がいる投票区を選挙区に含め、それ程忠実でない投票

区は選挙区からはずした、ということを示している324。

(b)-62つの直接的証拠

地裁は、RoyCooper上院議員の発言から、立法者の真の動機は人種バラ

ンスをとることであったと認定した。しかし実際には「（この案は)人種的、

党派的バランスという要求を満たしている」と述べたのでる。これは立法者

が人種を他の要素とともに考盧したことを示しているのであって、人種が最

重要の要素であったことを示すものではない32s。

322

323

324

325

34

〃・at249．

〃．at251．

".at251-53.

".at253-54.実際の上院議員の発言は、「誰もがこの区割り案には問題があると思

うだろう。しかし私は全体としてはこの案が公正で、地理的、人種的、党派的バラン

スを備えていると思う。多少の譲歩が必要であると思うが、私はこれでうまくいくと

思う｡」というものだった。地裁は「人種のバランス」という言葉はノースキャロラ



合衆国における90年代の人種的ゲリマンダリング訴訟の展開（二．完）

2つ目の直接証拠は、区割り作成責任者であるGenyCohenからのEメイ

ルである。このメイルはCooper上院議員とLesheWinner上院議員に送られ

た。そのメイルには、「Greensboroの黒人コミュニティを第12選挙区に入れ

たので、今度は約6万人を除かなければならない。この点についての指示を

待ちます」と書かれていた。そのメイルに人種についての言及があったのは

明らかだが、これは評価基準(thepointofreference)を議論していない。この

メイルではなぜこの黒人コミュニティが第12選挙区に入れられたのかは議

論されていない326。

(c)原告の証明責任と結論

我々は、記録は地裁の結論にわずかな支持を与えることは認める。その証

拠とは、CohenのEメイルとCooper上院議員の「人種のバランス」への言

及、それと程度は低いが、Weber博士の証言のいくつかの解釈である。しか

しながら証拠をあわせてみると、人種が最重要であったという証拠にはなら

ない。なぜなら本件において人種は政治行動と密接に関連しているからであ

る。本件での問題は、立法者は、他の伝統的な区割り原則とあわせた、政治

的行動ではなく、人種を理由にして本件区割りを作成したのかどうかであ

る。反対意見が言うような、立法者は黒人の投票行動についての固定観念

(stereotype)をもとにした区割りをすることができるのか、という問題ではな

い。そして、人種的考慮が支配的であったことの証明責任を、原告が負うと

いう事実、また、その証明責任が厳しいものであること、地裁が立法者の大

惟の範囲に踏み込まないようにするために特別の譽戒が必要であるという問

腫の微妙さを考えると、区割りを攻撃する当事者は、政治ではなく人種が、

雌も良くその結果を説明する、ということの証明に成功していない｡記録は、

我々に、地裁が反対の認定をしたという「明確で確固とした確信」を持たせ

イナ州から選ばれる12人の議員の内、10人を白人、2人を黒人にという意味であっ

た、と考えた(at253)。

326".at254.
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る。そして我々は被上訴人に、地裁での「投票区の交換」の議論327をするさ

らなる機会を与えても、この結果が変えられるとは思わない328。

327

328

妬

".at254-57.ここでは、かなり詳細に証拠調べを行っている。「被上訴人は、地図

を用いて､立法者が､民主党に有利な選挙区を作るという政治目的を損なうことなく、

同時に人種的な理由で投票区を交換したと主張する。第一に、第12選挙区内に、For‐

syth郡の民主党支持で白人が多い複数の投票区を含めることができたのに立法者は意

図的にそれらを含めなかったとする。しかしながら問題となるどの投票区も、選挙区

の境界線上にあり、第12選挙区に含まれた投票区より、民主党支持において信頼で

きなかった。それらの内の1つである、Brown/DouglasRecreation投票区は、黒人が

非常に多い。そして残りの投票区は、第5選挙区選出のRichardBurrの地元投票区と

第12選挙区との間の緩衝帯(buffer)となっている。それらを第5選挙区から取り除け

ば、Burrの地元地域の大部分が失われ、選挙区内での彼の勢力を弱める結果となる。

結果として、Forsyth郡の投票区は被上訴人の「政治ではなく人種」という理論を大

して補強していない。第二に、立法者は第12選挙区のDavidson郡の投票区(Thomas-

villelとLexington3)を第6選挙区のGuilfbrd郡の投票区(GreensborOl7)と人種的な理由

で交換したかもしれないと言う。しかし、そのような交換を行えば選挙区の人口は減

少するし、形もよりいびつなものとなる。立法者は伝統的区割り原則に従い、そのよ

うな交換をしなかった。第三に、被上訴人は、Mecklenbulg郡において、第12選挙区

に含まれる2つの投票区(Charlotte81とLCI-South)と第9選挙区の投票区(CharlottelO

と同21)は交換されるべきだと提案する。この提案は評価が難しいが、そのような交

換によってその選挙区は(黒人が約300人程減るので)わずかながら白人が多くなり、

選挙区の形にもより問題が起きる。またCharlotte81のすぐ南にある投票区を第9選

挙区に突出させたままになる。我々は、この主張が被上訴人の訴えを強めるとは思わ

ない。第四に、被上訴人は、第12選挙区に含まれなかった信頼できる民主党支持者

の多いGreensboro投票区(11と14)を、第12選挙区に含まれた、4つの信頼できる共

和党支持者の多い投票区(1、13，15と19)と交換することができた、と主張する。し

かしながら、それら6つの投票区の黒人の割合は35パーセント以下なので、交換し

たとしても人種バランスは改善されないだろう。それどころか第12選挙区の形をさ

らに悪化させることになるだろう。いずれにしても、2つのGreensboroの投票区を排

除したという決定は、立法者が境界線をGuilfOrd郡の大通りにそって引こうとしたこ

とを反映しているようだ。これらの投票区に関する我々の判断が例え間違っているに

しても、立法者が、約50万の人口の内の数百の人間を含む、合計154の投票区の内

の少数を交換したかもしれない、という証明では、被上訴人の主張を大して強めるこ

とはできない｡」

ld.at257.



合衆国における90年代の人種的ゲリマンダリング訴訟の展開（二。完）

我々は問題をより一般的に次のようにいうこともできる。すなわち本件の

ように､マイノリテイ多数選挙区､あるいはそれに類するものが問題となり、

人種的特徴が政治的支持と高度に関連しているような場合、原告は、立法者

が伝統的区割り原則に従った代替案においても、その正当な政治的目的を達

成し得たということを証明しなければならない。そして原告は、その代替案

がよりよい人種的バランスを達成したであろう、ということも証明しなけれ

ばならない。被上訴人はここで、そのような証明をしなかった。地裁の結論

は明白に誤りであると結論する329。

[Thomas判事による反対意見(Rehnquist首席判事、Scaha、Kennedy各判事

|'1意)〕

地裁での争点は、区割りにおいて人種の考慮が支配的であったのかどうか

であり、本法廷における争点は、地裁による、人種の考慮が支配的だったと

いう認定が明白な誤りなのかどうかである。地裁の認定は、事実に関するも

のであるから、それが明白な誤りでない限り、我々はその認定を覆すべきで

はない。2つの解釈があり得るとして、事実認定者がどちらか一方を採用し

たとしても、それは明白な誤りではない。我々が地裁の認定を覆してよいの

は､間違いが起きた、という明確で確固とした確信がある場合のみである330．

肢高裁が広範な審査を行ったのは、次の点で誤りである。第一に、最高裁

は、広範な審査の理由として、中間上訴裁判所がないことを挙げるが、過去

の|'1種の判決において、そのようなことは一度も言及されたことがなかっ

た｡また、事実認定者の結論を最初に審理する裁判所（通常は中間上訴裁判

jﾘi)は、「明白な誤りの基準」よりも厳しい審理を行うべきであるとも述べ

るが､そのような立場は、法によって支持きれない33'。

329

33(）

331
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第二に、最高裁は、本件での事実審理が長くなかった、という理由で明白

な誤りの基準での審理を軽視している。事実認定の審理の仕方を決定するに

当たって、事実審理の長さを考慮することがあるとしても、そのことは、本

件において地裁への謙譲に反対することにはならない。事実審理はほんの数

時間だったわけではないし、多くの証人が呼ばれ、地裁は多くの書面に目を

通した。加えて、裁判官のうちの1人は、92年から繰り返しこの第12選挙

区の事件を扱ってきた。その間には多くの知識が蓄積されたに違いない"2．

第三に、地裁における主要な証拠が専門家証人による証言で、伝統的には

信用性の決定が不要であることを理由に、最高裁は、地裁への謙譲を軽視し

た3蕊。謙譲の態度をとる場合はあらゆる事実に関する決定に対してであっ

て、それは、信用性についての決定を下す地裁判事の専門性のゆえである。

事実認定者に対して謙讓の態度をとるのは、本則であって例外ではない。本

件において、この本則から離れる理由は見あたらない3340

最後に、最高裁が、明白な誤りの審査の意義を空洞化させたことを最も良

く示す証拠は、最高裁が記録を細部にわたって検討を行っていることであ

る。最高裁の証拠評価能力については疑っていないが、明白な誤りの基準よ

りも厳しい広範な審査をすることの智見や効率、正確さが増すのかどうか、

そしてその正当性については疑問がある。私は単に明白な誤りの基準で審査

すべきであったと思う33う。

332".at260-61.

333".at261-62.具体的には、「事実問題として、地裁が、立法府の再区割りのリーダー

の信用性を明示的に評価していることを最高裁は見逃している。また地裁が行った

CohenのEメイルの解釈も、Cohenの証人としての評価が影響しているだろう。法的

な問題についても、書証と専門家証人に基づく事実認定の場合は広範な審理が妥当す

る、とは一度も判示してこなかった。むしろ先例においては、地裁に対して謙譲の態

度をとるのは、地裁の方が信用性の決定において有利な立場にあるという理由に限定

されない、と述べてきた｡」と述べる(ibid)。

334".at262.

335")id.
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明白な誤りの有無を審査してみると、私には、地裁の見解が許されないも

のであるとは言えない。第一に、地裁は客観的基準に依拠して、本件選挙区

が伝統的な区割りの原則から逸脱したものであるとしている336．第二に、地

裁はWeber博士の証言に依拠した。博士は統計的データを解釈して区割り

が人種的な理由で作成されたと結論づけており、政党支持の登録だけからこ

の結論を出したのではなく、実際の行動も考盧している337．第三に、地裁は

Weber博士の、区割りの決定は政治的動機では説明できないという証言を信

!')した。確かに私も法廷意見と同じく、第12選挙区が他の選挙区よりも際

ifって民主党にとって安全な選挙区だったとは思わない。その選挙区は最適

li''iをわずかに3パーセント超過しているにすぎない。わずか3パーセントで

も超過した方が安全で好ましいということもできるが、地裁が3パーセント

紐過したという事実から推測した事（すなわち黒人有権者を集めたために3

パーセントの超過が生じたという推測）が許されないは言えない。第四に、

地裁は州の証人、Peterson博士の証言を信用しなかった｡Weber博士は、Pe-

Icrson博士が選挙区の中心部を無視した事を批判した。私もWeber博士が選

挙区の中心部にこだわったことがそれ程重要ではないと結論するかもしれな

い。しかしながら、中心部を無視しえたとしても、Peterson博士は選挙区の

企ての部分を調査したわけではないから分析は不十分だ、とWeber博士が

,ill言したことは、地裁の結論を支持しうるように思える。

最後に、地裁は次の証拠が人種の重要性を示すものであるとした。それら

は区割り案起草者のEメイルと、人種によって選挙区を作成することがで

きるコンピューターの能力、またCooper上院議員の証言である。多数意見

は、このメイルでは「なぜ」黒人が対象とされたのかが分からないとしてこ

－

336実際この選挙区は、依然としてノースキャロライナ州において最もいびつな形をし

た選挙区であることが指摘されている。Cromartiev.Hunt,133ESupp.2dat414-15.

337Easleyv.Cromartie,532U｡S｡at262-64.ここでは奇妙な形という証拠が、政治的動機

の証明にも人種的動機の証明にも利用可能であることが指摘される。
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のメイルの重要性を軽視している。しかし地裁が決定するのは、人種が最重

要の基準になったのは「なぜか」ではなく、基準に「なったのかどうか」で

ある。動機が悪意によるのか慈恵的かに関係なく、人種的ゲリマンダリング

は憲法違反になるからである。黒人は信頼できる民主党支持者であるという

固定観念に基づいて選挙区を作成したのかもしれない、というのは抗弁には

ならない。Eメイルが動機の解明に役立つかどうかに関係なく、地裁がこの

メイルに依拠したのは許きれると考える338。

もし私が地裁の判事なら、多数意見のように証拠全体からは人種が最重要

であったとは言えない、と結論するかもしれない。しかし私は事実認定者で

はないし、我々がすべきことは地裁の認定が明白な誤りであったかどうかで

ある。記録から疑いの余地なくとまではいかないが、地裁の認定は許容され

ると考える3390

本件の評価

本件を評したある論者は、Shaw型判決で用いられるテストには2つのも

のがあるとする。すなわち、区割りにおいて人種が最重要の基準となってい

るかどうかを問うMillerテストと、選挙区の形が人種以外では説明できない

かどうかを問うShawⅡテストである。そして本件はこれらのテストにくわ

えて、人種と投票行動に相関関係がある場合は、①立法者は、投票行動では

なく人種を理由に選挙区を作成した、②立法者には、区割りにあたって、人

種以外の代替的手段が利用可能であった、③その代替的手段によってより良

い人種バランスを達成できた、という3つの証明を原告に課すCromartieテ

ストをうち立てたという。もともとマイノリティ多数選挙区は、ある人種が

同じ人種の候補者にしか投票しないという状況でマイノリテイの代表を増加

338".at265-67

339".at267.
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させるために作成された。そしてShaw型判決においては、いつも、現職保

護のための区割りなのかどうかが重要な問題とされてきた。特に本件のよう

にマイノリテイ有権者の割合が50パーセント以下の場合、Millerテストを

満たすのは困難であり3"、選挙区の形がいびつである場合にはShawⅡテス

トを満たす可能性が残されるに過ぎない3410従って、Cromartieテストは、

今後の人種的ゲリマンダリングの違憲性を主張する訴え全てに適用されると

兇て良い342．

このCromartieテストであるが、これは原告にとっては非常に達成困難な

1慶件である343．同時に区割りを行う州にとっては、区割りが政治的理由でも

祝明が付くこと、人種と政党支持には相関関係があることを示せばよいので

あるから、これは容易に満たすことができる要件である3"。そもそも投票行

肋と人種の相関関係がある程度認められる地域でなければ、投票権法5条の

適用はなく従って司法省の関与もないからである。また、この相関関係が認

められれば、厳格審査は適用されなくなる。今後、人種を意識した区割りが

34()JohnH.Ely,Co"/b""dedbyCromartie:AノセR""/SrereoW7esⅣowAccepmbjeAcrossr/ig

Boα'dorO"〃Whe"t/Sedi"S""o"QfRz"is""Ge"ymα"deKF?,56U.MiamiL.Rev.

489,491（2002）（州は、違憲判決を回避するためにマイノリテイの比率が50パーセン

ト未満になるよう拘ったことを指摘)．

3{llKravetzはこの可能性として、立法者が区割りを｢極めて詳細で慎重な管理(microman-

agement)」の下で行ったことが証明された場合をあげる。すなわち選挙区の形が人種

の線に沿っていびつである場合や、国勢調査のデータをより細かなレベルで利用して

いる場合、その選挙区は違憲とされる可能性があると指摘する。RobertFKravetz,Re-

centDecision:Easleyv.Cromartie,40Duq.L.Rev.561,588-89(2002).

3(12See77zeSMp7emeCo"砿2000形"",115Harv.L.Rev､386,394-95(2001).

343Kravetz,sI4pranote341,at587-88.SeeMichelleE.O'ConnolzRatcliff,Note,CoIo地""d

Redis"ic""g:R"ciaﾉProxies""SoMio"rorﾉzECo""'sI/bri"8Rig/2"Q"α"｡α〃,29Hast-

ingsConst.L.Q.61,83-85(2000)(Cromartiel判決に関して、最高裁が、人種の代用

として投票行動という指標を用いることによって厳格審査の適用を回避したことを評

価)．

344WzeS"p花畑eCo"砿20007rm,s"pzznote343,at393-94.
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違憲と判示される可能性は相当に減少したと見るべきであろう。

このような結果をもたらす本件はどのように評価できるだろうか。素朴に

マイノリテイ系議員の増加をめざす立場では34,、CromartieI、Ⅱ判決は歓

迎されよう。この種の訴訟を提起するのが白人有権者であったことを考える

と、本判決は黒人側の勝利とも言える。また、マイノリテイ多数選挙区の作

成をアファーマテイヴ・アクシヨンの一形態と見なす場合も、本判決は前進

と評価できる。Karlanの指摘を待つまでもなく、90年代半ば以降、人種割

当を伴う露骨な形態のアファーマテイヴ・アクションは、厳格審査を適用さ

れて違憲とされてきた。90年代の選挙区割りの事例は、影を潜めていたア

ファーマテイヴ・アクションの、いわば代理戦争とも言うべき性格を持っ

た346｡Cromartiel判決､そしてその流れを受けたCromartien判決はともに、

アフアーマテイヴ・アクションに対する批判に一矢報いた形となった。

ではアファーマテイヴ・アクションに批判的であった共和党は本判決を批

判しているかというとそうではない。政党の評価については本稿の冒頭で見

345もっとも、マイノリテイ代表を増加させることの重要性を認めた上で、それでもマ

イノリテイ多数選挙区に反対する立場もある。例えば、一見するとリベラルに分類さ

れる論者の1人であるGuinierは、マイノリテイ多数選挙区について、マイノリテイ

の候補者を人口に占める割合に応じて当選させても、議会内においてはその人種は依

然としてマイノリティであり、有権者レベルの差別を議会内で再生産するものにすぎ

ないとして、救済としての小選挙区制度に反対している。Guinier,s"pranotel7,at135.

346PamelaS.Karlan,Lecture,Easi"gr/'e"r伽g:S"icrScr""yq"Airm"iveAc"〃城27

"zERedis"ic""gCases,43Wm.&MaryL.Rev.1569,1572-73(2002).SeeGirardeauA.

Spann,TheLawofAffirmativeActionl55(2000)(投票権法や、マイノリテイ多数選挙
区に関する訴訟がアファーマテイヴ・アクション法学の中心的位置を占めるようにな

り、その判例の多くが、マイノリティに不利なものとなっていることを指摘する）；

DariaRoithmayr,DjだαMe""res:A"A"er"α"veFb'γ〃qfA伽"’α"veAc"o",7Mich.J.

Race&L.1,24-27(2001)(ある人種を優遇するのではなく、人種差別の犠牲者を優遇

するという形をとることによって、アファーマテイヴ・アクションが厳格審査を回避

することが可能になると主張するこの論文は、マイノ1ノテイ多数選挙区を民主党優位

の選挙区と特徴づけて合憲としたことを評価する)．
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合衆国における90年代の人種的ゲリマンダリング訴訟の展開（二．完）

たとおりである347．民主、共和の両党が本判決を歓迎している。共和党は、

マイノリテイ多数選挙区の作成を積極的に推進してきた。これは、マイノリ

テイ多数選挙区では議席を失うが、残りの選挙区で勝利を収めるという「小

さく負けて大きく勝つ」という戦略である。一方民主党にとっては、マイノ

リテイを優遇する性格を持った州の区割りが合憲とされたこと自体、大きな

前進である。加えて、本件で問題となった選挙区はマイノリテイの比率が47

パーセントにとどまっている。今後、司法省がマイノリテイ比率を過半数以

上にするよう要求しなくなれば、他の選挙区に民主党支持が見込まれる有権

者を配分することが可能である。本判決は、人種バランスへの配盧の要請を

緩和する方向を示唆し、一方で、政治的目的の下で人種指標をより利用しや

すくしている。あとは政治の問題という訳である。区割り作成の任務を負う

州にとっても歓迎すべき判決ということになる348O

しかし、本判決によって実際に影響を受ける当事者間で大きな批判がなく

とも、Shawl判決以来8年間にわたって行われてきた論争に一応の決着を

つけたことは、少なくとも投票権法学に関わってきた論者の間では重要であ

347本稿2頁以下。

348本件に対する批判的な面がないわけではない。本稿29ページで指摘したように、議

会に裁量権を持たせるというのは人種的マイノリテイには諸刃の剣である。議会が熟

盧の末にマイノリテイ多数選挙区を「作成しない」と決定する場合があり得るからで

ある。この懸念を例証するものとしてCanov.Davis,211FSupp.2dl208(C.D.Cal.

2002),Wd,71U.S.L.W3470(2003)が現れたことをここでは注記しておきたい。また

ある論者は、本件がマイノリテイは同様に考え同様の利益を持つという前提に立って

いることを指摘し、本件の結果、人種以外の社会、宗教、政治活動など無限の下部カ

テゴリに対しても人種と同様の保護を与え、比例代表制を実現しなければなければな

らないのか、と疑問を提起する。CharlesG.WaITen,Casenote,乃wf"riPmpor"o"αJRep-

"se"""o"?:7yleS"q"geBe雌"owsq/RcIcj"/Gey･rymα"火""gα"dE9"α/Protec"o〃m

Easleyv.Cromartie,53MercerL.Rev.945,961-63(2002).しかしこの懸念はそれほど

現実的なものではない。人種に関しては投票権法において比例代表を禁じる趣旨の規

定が置かれており(2条(b)項)、それ以外のグループにどの程度の保護を与えるかは、

多少の制約はあるが、政治の世界で決定可能だからである。
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る。そしてその突然の決着は、全く新しい法理によってつけられたのではな

く、従来からしばしば主張されてきた「代用としての人種」理論によるもの

だった34，．本判決は相当に驚きをもって迎えられたし、突然の方針の転換が

批判されたのもまた事実であった3500以下では、章を改めて、本判決が論者

の問でなされた8年間の論争に対して持つ意味をまとめたいと思う。

第7章90年代の人種的ケリマンダリング訴訟の展開

本稿では、90年代の人種的ゲリマンダリング訴訟を、最高裁判決を中心

に検討してきた｡90年代という時代区分を設定したのは、1986年にGingles

判決が下されて以来、いよいよ投票権侵害や投票力の希釈に対する救済の問

題が重要になったからである弱lO一方この時期には、アファーマテイヴ．ア

クシヨンに関する訴訟において、審査基準が厳格化されるなど、マイノリテ

イに不利な判決が相次いだ｡Shaw型判決は市民の最も基本的な権利である

投票権について、アファーマテイヴ・アクションの文脈での論争を提起し

た3520

349そこでWarrenは、州が「代用としての人種」という抗弁が使えるには、常に95パー

セント以上という高度な相関関係が必要なのかどうかについて最高裁が沈黙している

ことを批判し、他方で、州への謙譲を口にしながら、実際には地裁の事実認定を詳細

に再評価しなければならなくなることの警戒感を述べる(at963-64)｡80パーセント前

後の相関関係でも州が抗弁として利用できる場合に、白人多数選挙区を訴えるマイノ

リテイ有権者は、相当に困難な証明を課されることになろう。

35Oこの驚きを最も率直に表したのはElyであろう。本判決を、Shaw型判決が一貫して

批判してきた区割りにおける人種的ステレオタイプの利用と政治的ゲリマンダリング

を承認する結果となるとして、むしろ正面からマイノリテイ多数選挙区の合憲性を認

めるべきだったと述べる。Ely,s"pmnote340,at505.SeezzIsoTｿzES"p花meCo"",2000

Ttrwz,s"pranote342,at395-96(判例変更をする場合は明示的に行うべきで、本件のよ

うに証拠の問題として処理するべきではなかった、と主張)．

351Gelfand,s"pmnote28.

352SeeLassiteEs"prqnotel51.ただし、Shaw型判決をアファーマテイヴ・アクション
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ShawI判決では、人種を意識した選挙区割りは投票力の希釈ではなく人

極の分離であり、それは修正'4条の訴えの対象になり、厳格審査の対象と

なる、と判示した。この時点では、選挙区の形が重要な問題として扱われた

が、後にMiller判決において、厳格審査を行うかどうかは、人種が最重要の

"準として用いられたのかどうか、と説明された｡Miller判決に沿って､Shaw

Ⅱ判決では、選挙区の形が人種以外では説明が付かない場合は厳格審査が適

lllされるとし、厳格審査に適わなかったと判示された。

一方注意を要するのがBushv.Vera判決である。この判決では、Miller判

決に沿って当該選挙区に厳格審査を適用するかどうかが問われた。そして人

伽が政党支持の代用として用いられた場合は厳格審査が行われるとして、結

論として問題となった全ての選挙区を違憲と判示した353｡CromartieⅡ判決

では、人種が代用とされているとしながらも、最高裁は厳格審査の利用を検

討するまでもなく、区割りにおける人種の利用を合憲としている。この立場

はCrornartieⅡ判決で反対意見を述べた判事も同様である。特に法廷意見

は､自らの結論を、議会の記録から人種が最重要であったのかどうかという

､ll断に基づかせているにもかかわらず、意見の最後には今後の訴訟に向けて

の一般論を述べている354．その中に、従来問題とされてきた、人種が最重要

の笙準であるのかどうか、あるいは厳格審査が適用されるのか、適用される

としてそれに適う非常に重要な利益は何か、という議論は含まれていない。

そこで結局CromartieⅡ判決の判示事項は何かという問題が生じるのであ

る帳鼠。以下に若干の私論を展開して、90年代の人種的ゲリマンダリング訴訟

とは異なるとする理解も一部にある。Grofman,s"pmnote83,atl246-47は、Shaw型

判決ではマイノリティ有権者の訴えが白人有権者より重視されていることにはなら

ず、誰も権利を侵害されていないとして、アファーマテイヴ・アクションとは異なる

という立場に立つ。

Bushv・Vera,517U.S.at969(pluralityopinion).

Easleyv.Cromartie,532U､S・at258．

SeeKatharinel.Butler,Redis"ic""gj〃α"sI-ShawErzI:Smα〃T>でα"seAccoﾉ"pα"jedby
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の一つの理解としておきたい。

Shawl判決の厳密な意味での判示事項は、マイノリテイ多数選挙区には

厳格審査が可能である、ということであるから、少なくとも表向きは、Crom-

artieⅡ判決の影響は受けない。人種が最重要の基準であると言うことになれ

ば、Miller判決、ShawⅡ判決に従い厳格審査が行われるだろう。もっとも

最重要であったのかという判断はかなりの部分が証拠に依拠してなされる。

従ってCromartiel判決の場合と同様、CromartieⅡ判決の判示事項は、証拠

から見て、人種が最重要の基準であるとは断定できないということである。

下級審に対しては、この判示事項は、訴訟法上の問題に過ぎず目新しいもの

でもない。また判決の最後の一般論は傍論と見ることができよう。

にもかかわらずこの傍論は、潜在的には、Shawl判決以降、延々と続け

てきた議論を相当に無に帰するものとも言える。Shawl判決では、原審の

段階から、当該区割りが現職保護などの政治的理由で作成されたという主張

がなされていた弱6．ある区割りが政治的な理由で作られたのか、あるいは人

種的な理由で作られたのかは、そもそも明確な基準で決せられない。また

Cromartiel判決以降では、Shaw型判決で原告適格を与える際の根拠となっ

た人種的ステレオタイプ自体が疑わしいものとされた357。そして最も人種的

ステレオタイプを強化すると思われる本件が、「政治的理由で」合憲とされ

た"8．今後は、州が、政治的な口実を利用できる場合は、ほとんど合憲の判

断が下されることなると思われる。

この結論を別の観点から支持するものとしては、本稿が扱ったAbrams判

決とLawyer判決がある。この両判決において、裁判所は、司法省が区割り

Dis"ic""gG"ide""es/brLegis/"oKs,L"igα"画,α"dCoMrrs,36U.Rich.L.Rev.137,216-

17(2002).

356Sees"pranote83.

357Huntv.Cromartie,526U.S.at550-51(白人の場合、政党支持と実際の投票行動は一致

しないことがあることを指摘)．

358SeeEasleyv.Cromartie,532U.S.at245.
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に過剰に関与することに一貫して反対してきたし、裁判所自身の関与も控え

めであったと言うことができる。Abrams判決でさえ、州内で問題なく区割

りがなされていれば、連邦裁判所の関与はなかったであろう。Lawyer判決

においてScalia判事が述べたように、連邦裁判所の関与は、最後の手段であ

り区割りの責任は州にあるのである3"･州内で問題をうまく処理できれば、

敗判所は、特に連邦の裁判所はあえて介入する必要はない3"。

また、Abrams判決とLawyer判決は、一見すると、区割り権限に関する裁

判所と州の争いという構図が浮かび上がるが、どちらも、実質的には州側を

支持していることに注意しなければならない。Abrams判決では、州は地裁

が作成した区割り案を支持しており、最高裁もこれを認めた。また、Lawyer

WI決においても、訴訟当事者間で合意された和解案が採用されているのであ

る。この両判決は、州議会と裁判所との関係において、州議会の優位を示し

た”州議会を、司法省と連邦裁判所との板挟みから解放したCromartiel，

H判決はこの流れを汲むものと理解できる。

マイノリテイ多数選挙区の作成を勧めたのは連邦司法省であり、裁判所

は、区割りにおける州議会の優位の観点から、司法省の方針を拒否し続けて

きた。これは連邦制度や形式主義という観点からの説明が可能ではないかと

碁･えられる。最高裁は、司法省の圧力によるものではなく、州が自発的に作

成したり、訴訟当事者間で合意のある場合にはマイノリテイ多数選挙区を認

めている36'。逆に、事前承認制度を用いて、マイノリテイ多数選挙区を作成

359Lawyerv.DepartmentofJustice,521U.S.at587(Scalia,J.,dissenting).

36()SeeGrowev.Emison,507U.S.25(1993)(連邦裁判所が区割りに関与できるのは、州

議会や州裁判所が適切な行動をとらない場合に限定されると判示);Winovichv.Quil-

"lcL507U.S.146(1993)(連邦法違反の判示がない時点で州がマイノリテイ多数選挙区

を作成したとしても、州の判断として尊重すべきと判示)．

361SeeKingv.StateBoardofElections,979ESupp.619(N.D.Ill.1997),"d,522U.S.

!()87(1998);DeWittv.Wilson,856FSupp.1409(E.D.Cal.1994),"'d,515U.S.1170

(1995)(summaryaffirmance).
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するよう求める司法省の態度に対して、最高裁は、事前承認を拒否できるの

は非退行原理に違反する場合であると述べた362．最高裁は、司法長官が区割

りの問題に関与できる条件を示す（＝形式主義による要請）ことによって、

区割りを行うという、本来州に任されている領域に踏み込まないようにした

（＝連邦制度による要請）と考えられる。

おわりに

本稿は､90年代の人種的ゲリマンダリング訴訟を検討した｡1993年のShaw

lにおける違憲判決から始まった一連の訴訟は、2001年のCromartieⅡ判決

により、93年当時から言われていた「区割りは人種的とも政治的とも言え

る」という理由により、合憲とされた。この間に、様々な議論がなされたが、

合憲、あるいは違憲の根拠は明確にならないまま、出発点に戻って結論のみ

が変更になった。この最高裁の転身には様々な説明があるだろう。具体的に

は、CromartieⅡ判決における0℃onnor判事の立場の変更が重要になる。し

かしこの変更を、O'Connor判事が単純に、保守からリベラルへと立場を変

更したものと見るのは不正確であろう363.またO'Connor判事は､一連のShaw

型判決で、常に保守派ブロック(Rehnquist首席判事、Scalia、Kennedy、Tho-

mas各判事）と行動を共にしてきた。にもかかわらず結論においては、司法

省の過度の介入を拒否する、あるいは区割りにおける州の判断を尊重すると

いう意味で、州権重視の立場を取っていると思われる。これをいわゆる連邦

主義と呼ぶかどうかは議論の余地がある。Rehnquist首席判事が標椿する連

362See,e.g.,Millerv.Johnson,515U､S､at926.

363SeeLowenstein,@F"pranote281,at833-35(そもそも保守とリベラルの間で対立しうる

のは、機会の平等か結果の平等かという面だけであって、州の区割り方針に口を挟ま

ないという意味での司法の自己抑制と、連邦政府が区割りという州の権限に介入しな

いという意味での州の自律性の尊重については、両者の間に共了解があり得るとす

る)．
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ﾉﾐ|庄義という枠組みで、マイノリテイ多数選挙区をめ〈､る一連の判決がどの

程度説明可能なのか3"・連邦と州という二重の統治機構をもつ合衆国におい

ては常につきまとう問題であるが、人種差別の救済の問題とは、性質を異に

する問題である。別稿において検討したいと思う。

36tISeeRuthColkerandKevinM.Scott,Essay,Diss加gSr"es?:I"vα"ぬ"o"qfS"reAc"o"

D"""gr/ieReh"9"isrEra,88Va.L.Rev.1301(2002)(連邦主義には複数の理解の仕方が

あり、単に連邦主義というよりかはイデオロギーの方が判事の投票行動を説明できる

場面があるとする)．
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